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新
し
き
精
神
の
下
に
活
動
す
名
こ
と.
を
要
眾
し
た
。
し.
か
し
概
じ
て
X
广•ば
德
川
時
代
の.
農
村
は
新
し
い
も
の
に
目
ざ
め
て
ゐ
な
か
つ. 

た
と
い
つ
て
い
、
で
あ
ら
う
。
a
戶
大
坂
近
在_
の
* --
村
は
.別
と
し
て
一
般
に
古
い_
殼
を.
自
ら
破.
る
，や
う
な
ヵ
は
も
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。 

そ
と
■で
問
邇
と
な
る
の
ぬ.
、
か
，つ.
て1

•
部
の
蔡
者
の
，間
に
論
爭
の
中
心
と
な
つ.
た.
百
姓
一
授
で
あ
る
が
、
.今
こ
こ
で
は
こ
れ
に
つ
い
て 

詳
論
す
る
必
要.
は
な
，

S
。

上
述
し
た
や
ぅ
な
農
村
内
の
矛
盾
に
何
ら
如
の
刺
戟
が
與
へ
ら
れ
た
I

ば
‘
そ
こ
に
利
害
相
反
す
る
兩
者 

の
間
に
I

豪
農
と
贫
農
、
地
主
と
，小
作
人
代
官
ど
百
姓
、
村
役
人
と
百
姓
、
領
主
と
村
役
人等

//——

衝
突
の
證
す
る
；J.
2
は 

不
思_

で
な
い
。
勿
論
革
新
的
f

の
を
意
識
し
て
の
行
動
で
は
な
い
。
唯
と
ご
に
注
意
す
ベ
f

と
は
當
時
の
農
村
の
根
柢
を
な
し 

た
一
村
協
尚
的
な
觀
念
、-^

―

そ
れ
は
純
粹
の
氏
族
的
同
族
觀
念
と
も-
又
封
建
的
主
從
觀
念
と
も
異
.な
る
准
血
族
的
觀
念
の
存
生
で 

あ
る
。
S

1
檢Q

如
き
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も
表E
的
に
は.
こ
れ
に
依
？

解
決
を
つ
け
f
 .
Q
が
多
い
。.
し
を
こ
の
觀
念
は.. 

こ.
の
關
係
に
入
り-a
ま
ぬ
者
に
對
し
て
は
極
め
て
排
他
的
で
あ
るo

そ
こ
に
農
村
的
性
格
の
極
端
な
偏
僻
固
陋
な
部
面
を
形
成
す
る
こ 

と
に
な
つ.
た
。
要
す
る.
に
上
述
し
た
や
ぅ
な
農
村
：の.
性
格
を
構
成.
し
た
の
は
'
明
か
に
德
川
封
建
社
會
の
畔
會
的
構
成
の
反
映
で
あ
る 

と
い
へ
冬
だ
ら
う
。 

. 

S 

,

.•• •.-

新

.體

制

統

制:

濟

加

田

哲

I

時

局

：
の

.
要請 

,

.

新
體
制
の
糾
織
せ.

ら

れ

つ

、

あ

る

現

在

の

日

本

，は

*

そ
の
內
外
の
情
勢
に
お

•

い
て
、
，最
も
重
大
な
時
期
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は•

 

米
#

有
の
時
期
と
い.

つ
て.

も
ょ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
最
も
ょ
く
八
月
二
十
八
日
新
體
制
準
備
委
員
會
の
席
上
に
お
け
る
近
衛
首
相
の
，聲 

明
に
も
現
は
れ
て
ゐ
る
。
藤
明
胃
頭
に
は
、
次
の
や
ぅ
な
章
句
が
あ
.るo  .

「

今
や
我
が
國
は
、
讯
界
的
大.
動
亂
の
渦
中
に
於
て
、
東
距
新
秩
序
の
建
設
と
い
ふ
未
曾
有
の
大
事
業
に
邁
進
し
つ
、
あ
る
。
こ
の 

.

秋
に
筲
り
、
世
界
愦
勢
に
即
應
し
つ〜

、
能
ぐ
支
那
事
變
の
處
理
を
{元
遂
す
る
と
共.
に
.、
進
ん
で
世
界
新
秩
序
の
建
設
に
指
^
的
役 

嘟
を
集
す
爲
に
は
、
國
家
國
民
の
總
カ
を
.最
高
度
に
發
揮
し
て
.
こ
の
大
.事
業
に
集
中
し•

如
何
な
る
事
態
が
發
生
す
る
と
も
、.
獨 

.

1自
の
立
場
に
於
て
、
迅
速
果
敢
且
有
効
適
切.
に
對
處
し
得
る
や
ぅ
高
度
國
防
阈
家
の
體
制
を
整
へ-
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
高
度
國 

防
國
家
の
義
は
强
力
な
る
國
內
體
制
に
あ
る
の
で
あ
う
て
、.
こ
、
疋
政
治
、'.
經
濟
、
敎
育
-
文
北
等
あ
ら
ゆ
る
國
民
生
活
の
領
域 

に
於
け
る
新
體
制
確
立
の
要
請
が
‘
る
の
セ
あ
る
。」 .

渐
猫
，

統

淛

經

濟.

, 

】

〇 

一

(
I

.

四
三
九)
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近
衞
首
相
の
み
る
&
こ.
ろ
は
、.
現
實
的
に
は
、
世
界
情
勢
に
即
應
し
て
、
支
那
事
變
を
處
理
完
遂
し
、進
ん
で
わ
が
國
カ
を
擧
げ
て
、 

東
诞
新
秧
序
と
と
も
に
、
世
界
新
秩
序
の
建
設
に
寄
與
し
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
と
は
ぃ
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
大
事
業
で 

あ
る
？
世
與
情
勢
の•
見
透
し
す
ち
、
決
し
て
容
易
の
こ
と
で
あ
る
と
は.
い
ひ
得
な
い
。
：ま
し
て
、
世
报
新
秩
序
の
建
設
の
ご
と
き
は
、

言
葉
以
上
の
困
難
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
p..
そ
れ
に
對
應.
す
る
た
か
に
は
、
現
存
す
る
國
内
問
題
の
處
理
が
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
，

•

■

そ
の
處
理
と
同
時
に
國
內
體
制
の
稃
建
が
決
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
■。
そ
こ
に.
新
體
制
問
題
の
含
む
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
近
衞
許
相 

は
前
揭
文
章
に
續
い
て
、
次
の
や
ぅ
に
い
つ.
て
ゐ
る
。
，

•
’

■

「

こ
の&

請
は
ひ一

內
閣
ー
黨
派
ー.
個
人
の
要
請
を
遙
か
に
超
え
戈
る
國
家
的
要
請
で
あ
り
、.
又
何
等
か
特
定
の
.傲
策
の
た
め
に
の

み
必
要
と
ざ
れ
る
一
時
的
な
る
要
請
で
も
な
く
、
必
要
に
應
じ
て
如
何
な
る
政
策
を
も
强
カ
•に
遂
行
し
得
る
爲
め
の
恒
常
的
な
る
要

,

- 

: 

.

.

.

.

 

. 

.

請
で
あ
る
。
今
我
國
が
か
く
の
如
き
强
カ
な
る
國
內
體
制
を
確
立
し
得
る
や
否
や
は
、
芷
に
國
運
興
隆
の
成
否
を
決
定
す
る
も
の
と 

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
OJ 
. 

. 

,

こ
の
新
體
制
宣
言
の
前
文
と
も
い
ふ
べ
、き
も
の
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
や
ぅ
な
情
勢
を
、
正
確
に
認
識
し
，
と
れ
に
對
應
す
る
體
制
を
樹 

立
す
る
と
と
が
、
現
下
の
國
家
的
要
請
で
あ
る
。
と
の
亂
識
の
正
確
性
を
期
す
る
だ
け
で
も
、
容
易
散
ら
ざ
る
科
學
的
努
力
を
必
要
と 

す
る
。
し
か
し
、
か
か.
る
全
國
民
の
生
活
に
關
係
を
つ
重
大
問
題
に
關
す
る
認
識
は
、
，一
準
備
會
の
ご
と
き
を
も
つ
て
、
足
れ
り
と

I. 

1 

-

し
な
い
。
そ
れ
は
'-
*
全
國
民
的
慧
知
_
.の
動
員
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
。
そ
の
意
味
に
‘お
い
て
、
現
段
階
.の
情
勢
並
に
、
と
の
情
勢
を
基 

沐
と
し
て
、.
将
来
の
行
動
を
規
定
す
べ
き
理
想
的
並
に
政
衆
的
立
言
f

t
、
最
高
の
意
味
に
お
W

て
、
科
學
性
を
持
っ
冬
の
で
友
け
れ
ば

な
ら
な
；

S

し
、
ぞ
れ
は
、
決

し
て
！
人
の
カ
を
も
つ
て
達
ず
る
こ
と
が
出
來
な
い
も
の
で
あ
ら
.ぅ

:0
さ
.ぅ
い
ふ
意
味
に
お
い
て
.
こ
の 

全
國
家
的
知
識
活
動
並
'に
/-
*
®
に
對
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
貧
•者
の
ー
燈
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
そ
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
ぅ
。

-
D

た
く
し
の
本
稿
に
お
^ -

て
、
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
か
か
る
認
識
へ
の
考
察
で
あ
り
、
そ
の
考
察
を
藤
本
と
し
て
、
若
干
の
經 

濟
問
題
に
關
す
る
签
本
的
認
識
並
に
政
策
の
現
在
主
張
さ
れ
で

'

あ
る
も
の
を
考
察
ず
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
對
し
て
菊
干
の
私
見
を

•
 

1 

I

加
へ
よ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

i

.

た
'

IH
:

界
情
勢
の.

一
般
的
考
察
は
、
本
稿
の
や
ぅ
な
短
い
文
章
を
も

0

て.

し
て
は
、
詳
細
を
盡
し
得
な
い
。
そ
の
點
に
っ
い
て
、

寒

は

、
旣
に「

人
趣

*.

民
族

.

戰
? .「

取

蓝

傲

同

體

論

：を

刊

行

し

.、

今

秋

更

に

、
世

#

政
治
と
民
族
問
題」

を
刊
行
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。

殊
に
最
後
の
著
述
は
，
最
近
の
世
界
情
勢
に
っ
い
て
論
及
し
、
：そ
の
解
釋
を
行
っ
て
ゐ
る
の

'
で
、
本
稿
で
は
、
と
れ
を
智
略
に
附
し
て

ゐ
る
。
而
し
て
、
、玉
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
と
し
て
國
內
問
題
に
限
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

•
 

.

ニ
世
界
經
濟
恐
慌
と
經
濟
の
政
治
化

わ
が_

の
愦
勢
は
、
昭
和
五.

•

六
年
を
中
心
と
し
て
最
も
陰
慘
の
影
釔
深
め
て
ゐ
た

' 

そ
れ
は
、一

っ
の
世
界
的
現
象
の
日
木
に 

お
け
る
現
は
れ.

で
あ
る
。
昭
和
六
年
は
、
外
な
ら
ぬ
滿
洲
事
® .

の
起
っ
龙
年(

九
月
十
八
日)

で
あ
り
、
世
界
金
本
位
制
の
艰
阈
と
し
て 

の
ィ
ギ
リ
ス
が
，、
金
本
位
離
脫
を
行
っ
た
年(

九
月一

一
十
一’

日3

で̂
)-

り
、
ド
ィ
ツ
に
お
い
て
は

"

阈&

情
勢
の
緊
逍
し
っ
、
あ
っ
た
と

V 

; 

•

き

で
:-
'

こ
の
秋
パ.

ル
ヴ
ブ
ル
ク
に
お
け
る
右
翼
戰
線
統
一
が
成
立
し
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ア
政
權
へ
の
下
哨
臘
の
出
來
た
と
き
で
あ
る
。
こ 

れ

ら

一

聯

の

諸

現

象

は

，

均
し
ぐ
一
九
一
一
九
年

.

に
勃
發
し
允
世
界
恐
慌
の
窗
ら
せ
る
業
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
戰
爭
終
了
後
.に
お
い
て 

.

.
新
體
制w

統
制
紗
濟 

一
〇
三.

(
一
四
四

1
>



怨̂ ■ 您驟̂ ^ ^ ^ ^ ^ 秘̂ ^ ^ ^ ^ 每鑛

新
禮
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制
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o

四

(
一.

四
四I

I
)

も

、

こ
：の

戰

爭

を

勃

發

せ

.
し
め
た
諸
原
因
は
、
決
し
て.
消
滅
し
た
も.
の
で
な
く
、.
反.
ひ.
て
、
戰
爭
に
ょ
る
社
會
經
濟
の
高
度
化
に
ょ
つ 

.-
て
、
そ
の
矛
盾
が
激
化
さ
れ
V
そ
れ
が
世
界
恐
慌
ど
し
て
發
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し.
て

、
孤

立

的

現

象

で

は

な

い

.0
そ

の一

つ
を

示
す
べ
き
も
の
は
、
各
國
の
%
價
で
あ
る
。
い
ま- 

で
あ
る.
。

,

英

米

獨
の

卸
賣
指
數
を

%

%
年
を
基
準
と
し
て
示
せ
ば

の
ご
と

二
九M

六
®
和
元
S 

.
一
九
二
七(

同

ニ

f 

1

九
二
八(

同

11

年〕 

■
一
九
二
九(

伺

四

年〕

一
九
三
〇

同

i
 

1

九
三一 (

同
六
年〕

. 

i

九
三iu

同

七

$

1

九iiu
m

同
八
年)

，
 

一
九u

一
四(

同
九
年)

. 

■一
九
一
一
一
五
•、
同

十

¥

〕

1.

九
H
六

同

十1

年
V 

1.

九
三
七
ハ
同
十
二
年

)

日
.

.

本

へ

來

©

ー
〇
七
•
七
 

一
 Q

ニ
•
ニ
 

1
〇
ニ 
•
八 

1  
00.
0 
.
 

.
八
ニ
 .
四
、

.
六
九
•
六
 

七
三
•
三

八
7
六 

•

八
0
•
八 

八
内

•

四
,
 

.

八
九•

九.

' 

ニ o

八
•四

ィ
•
キ

リK
(

商

務
S.

1
0
八
•
五
 

.
‘
一0
1一
マ
七
 

5

ニ
•
八

一
 
0
-9
0

八
七
•
五
 

七
六
•
八
 

七
四
•
九

七
？
0 

七
七•  J  

七
七
•
九
 

.
八
ニ
•
七
 

九
五.-11

米

國

• 

0

勞

働

者)

一
〇
四

•
九
 

一
 

Q
0
.
1 

0-
7
五 

W 
0
0.
0. 

.
九0

•
七 

七
六
•
六
 

六
八6 

六
九
•
ニ

七
八
•
六
 

八
三
•
九
 

.

八
四
^<
■

.

.九
o

•六

(

統

計

局)  

九
八
•
〇
 

一
〇
？

三
 

1
0
ニ 
•
〇 

一
 
0
0.
0 

九
〇
•
八
 

八

〇
•
八
 

.

七
〇
*
.
三

六
八
•
〇

七 
一
•七

七
四
•
ニ

七
五
•九 

■ 

4

■'七-
*

1

九
三
八7
同
十
三
年；> 

i

九
三
九c

同
十
四
年〕

_.:1
因

•三 

1  
ニ 
六.
0

八
八
•八

九
9
0

-
八
？

五

A 
7
0

七
七
，1  

七
八
6

こ
の
卸
寶
物
價
指
數
に
ょ
れ
ば
ぃ
十
九
ニ
六
年
を
中
心
と
す
る
い
は
ゆ
る
一
時
的
安.
定
の
時
期
か
ら
、順
次
に
物
價
の
漸
次
的
下
降
と 

な
り.
•
一
九
三
0 ,
年
、
三.
一
¥
に
向
っ
て
、
グ
ィ
ヴ
ィ
ン
グ
的
急
降
下
を
行
っ
て
ゐ.
る
。•
こ
’の
こ
と
は
、
世
界
恐
慌
を
示
す
最
も
顯
藉
の 

材
料
で
あ
る
。
こ
の
恐
慌
が-
ま
づ
艘
業
部
®
に
現
は
れ
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ.
と.
で
あ
り
、
大
衆
購
買
力
の
激
減
は
、
こ
の
性

. 

9

格
を
中
心
と
し
て
激
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
，.
第
ブ
次.
ョ.
丨
ロ
ッ
パ
戰
爭
以
後
'に
お
け
る
平
和
的
氣
運
に
ょ
つ
て
•
軍
需
品
に
對
す
る 

.
需
要
が
減
退
し
‘
こ
の
坐_

カ.
が
急
激
に
平
和
的
虛
業
に
轉
向
せ
し
め
ら
れ
た
事
實
も
重
要.
で
あ.
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
要
國
に
お
け 

.
る
昨
業
合
理
化
の
過
程
を
通
じ
て
、
生
！
5過
程
を
合
理
化
し
て
、
豳
業
の
集
中
と
生.
產
性
#
高
度
化
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
利
潤
の
擁 

謹
が
行
は
れ
た
。
し
か
る
に
か
/か
る
獨
占
資
本
主
義
へ
の
巨
大
な
歩
み
も
、>

こ
.の
恐
慌
を
喰
ひ
止
め
る
と
と
が
出
來
ず
、
•生
產
制
限•

失
業
者
の
增
大
を
招
来
し
て
、
'一
般
的
危
機.
の
襲
来
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
の
恐
慌
こ
そ
は
、
有
史
以
来
の
經
濟
的
變
動
で

, 

ヽ

あ
る
と
い
ひ
得
る
。
..

あ
ら
ゆ
る
資
本
：王
義
國
に.
お
い
て
•
恐
：慌

對

策

は

、

い
.ろ

い

ろ

に

考

案

せ

ら

れ

た

-.-
0
金
融
的
方
法
に
ょ
0
て
、
人
爲
的
購
買
力
を
附 

與
す
る
政
策
はv

ア
メ
リ
カ
合
衆
國
を
始
め.
そ
の
他
の
國
に
お.
い
て
採
用
せ
ら
れ
た
の.
で
あ
る
が
、
何
等
の
效
果
を
も
齎
ら
さ
な
か 

っ
た
。
資
本
*«
釣
生
淹
自
體
に
お
い..
て.
は
、
生
產
制
限
に.
ょ
る
慣
格
の.
釣
り
上
げ
が
策
せ
ら
れ
た
。
と
.の
た
め
に
力.
ル
テ
ル
は
强
化
せ

ら
れ
、■

ト
ラ
ス
ト
ば
進
展
し
た
。
し.
か
し
な
が
ら
、
こ.
れ
も
事
態
を
救
ふ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
政
策
に
失
望
し
た
人
々

- 

• 

♦

新

篇 
>-縣

省

酱

'
■

.

1

0

五
’ 
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四
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は
資
本
主
義

的

穰

の

循
環
性.
に
、，

'

僅
か
に
馨
っ
な
い
だ
？
し
か
し

‘

資
本
主
義§

上
向
的
過
程

S

い
て
行
は
れ
袭
慌
•
景

•

氣
恢
復
の
獲
は
こ
の
未
會
有.
の
世
界
的
恐
慌
に
お
い.
て
は
、
最
早
生
起
し
S

い
。' 
資
本
主
義
は
* .
最
早
上
向
過
程
に
あ
る
のp

 

は
な
く
し
で
、
下
降
過
程
に
あ
る
た
め
に
、
そ
の
慣
格
昇
降
の
自
動
的
作
用
に
よ
る
景
氣
循
環
の
機
能
を
喪
失
し
て
し
ま
つ
たo  

そ
こ
で
採
用
せ
‘ら
れ
た
方
法
は
、
政
治
的
方
法
で
意
。..
政
治
力
に
よ
る
經
濟
‘
强
化
政
策
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
對
外
經
濟
攻 

策
と
し
て
の
民
族
主
義
の
採
用
で
I

O
即
ち
自
國
生
產
の
擁
護
の
た
め
に
、
高
い
關
税
璧
を
設
定
し
•.
國
内
に
お
い
て
は
、
カ
レ 

テ
ル
を
强
化
し
た
。
こ
れ
は
、
國
內
經
濟
政
策
の
主
要
な
點
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
そ
れ
は-
國
外
に
お
い
て
適
用
せ
ら
れ
る
。
植
民 

ナ
を
有
す
る
國
家
は
そ
の
植
民
地
と
本.
國
と
の
連
繫
を
緊
密
に
し
て
、
本
國
へ
の.
鍊
屬
.を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

本
國
の
經
濟 

を
驶
化
す
る
こ
と
を
企
圖
し
、
植
民
地
を
持
た
な
い
國
家
は.
植
民
地
的
ま
た
は
半
植
民
地
的
新
領
域
の
獲
得
に
努
力
す
る
に
至
っ
たo  

.
か
く
の
ご
と
く
、
資
本
主
義
が
、
恐
慌
の
嵐Q

中
に
彷
禮
しw
ゐ..
る
i

、
そ
の
國
內
經
濟
救
濟
の
た
め
の
對
策
と
し
て
用
ゐ
ら
れ 

た
經
濟
の
政
治
に
よ
る
强
化
に
は
、
ニ
つ
の
種
類
が
あ
る
o.........

ニ
，

讓

の
財
裔
支
出
に
よ
っ
て
、

,*

買
力
を
喚
起
し
、
よ
っ
て
、
過
剩
生
產

Q
.

滯

貨

身

理

し
、物
慣
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
、

經
濟
が
I/

の
旺
盛
を
招
來
せ
ん
，と
す
る
も
め
で
あ
る

0

そ

れ

.̂
:
は
、
支
出
の
種
類
か
ら
見
て
、.

ニ
つ
の
方
法
が
あ
る
。

<

ィ)

國
際
情
勢
の.
激
牝
に
對
應
す
る.
た
め
に
は.
、.
軍
備
を
擴
ヤ
盤
餹
す
る
；必
要
の
，あ
る
，と
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
*い
が
、
か
、
る
•

■̂
商
に
財
政
支
^
を
增
大
；す
る.
こ
と
に
よ
つ
て
、
車
需
品
の
賈
：ひ.
上
げ
を
旺
盛
に
す
る
と
と
で
あ
る
0
か
く
の.
ご
と
く
し
C-

.
'
.軍
需
A

の
.需
要
を
.通
じ
.
て
.國
民
經
.
.濟
の
恢
復
を
企
.圖.せ

ん
..,J

す
る
も
©

で
あ
る
o
, 

■
 
■ 

- 

i

.... 

... 

.  

.....
 ...'
 

...

.. 

.
.

...

..i

.
0
0 ;
財
政
支
出
に
よ
つ
て
購
買
力
を
創
造.
し.

ぅ
ど
す.
る
方
法
は
词
!:--
で
あ
る
が
、
そ
の
方
肉
を
異
に
す
る.
場
合
で
あ
る
。
，T 

メ
リ
力
合
衆
國
に
お
い
て
行
ば
れ
た
や
ケ
に
，、.
讼
共
的
事
篆
に
^
る
購
買
カ
の
增
伽
政
策
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
木
工
事
を
中
心 

:」

-
し
て
行
位
れ
る
。
卞
ィ
ッ
に
お
け
る
勞
働
振
M!
政
策
が
土
木
工
業
：を
中
心
と
し
て
行
は
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る 

し
か
し
、.
こ
の
土
茔
事
は.
'
必
ず
し
も
軍
事
に
無
關
係
と
呔
い
ひ
得
な
い
。
，大
|
路
の
建
設
の
エ
事
の
ご
と
き
は
、

一
般
交 

通
的
意
義
と
同
時
に
大
き
な
軍
事
的
意
味
を
持
っ
も
の
で
•
あ
る
。.
勿
論
、
か
く
の
ご
I

•財
政
的
支
出
は
社
會
政
策
的
意
義
を 

.
持
ち
^
る
の
で
>̂.

る
が
、
そ
れ
は
_
買
カ
の
附
與
と
い
ふ
點
に
カ
觀
が
置
ヵ
れ
て
ゐ
る 

ニ
、
領
域
的
に
廣
大
な
植
民
地
ま
た
は
屬
領
を
有
す
る
國
は
、
軍
事
的
財
政
に
よ
っ
て
、
國
益
刺
戟
を
5

る
と
同
時
に
植
民
地 

.
ま
^ ,
は

屬

領

と

Q

經
濟
的
關
係
を
緊
密
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
’、
そ
の.
經
濟
狀
態
を
改
善
せ
ん
と
し
た
。
植
展
地
並
に
屬
領
は
そ 

の
本
國
と
の
關
係
は
、
普
通
の
國
家
と
霞
と
の
關
係
よ
り
も
"
緊
密
な
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
殊
に
貿
恩
的
關
係
か
ら
投
資
， 

事

業

經

營

を

_主

と

す

る

帝

國

主

義

S

い
て
は
、
從
來
の
貿
县
關
係
I.

と
す
る
植
民
地
關
係
よ
り
も
一
賸
深
い
も
の
が
あ
る
。. 

そ
れ
は
、
國
冢
の
政
治
的
權
カ
が
、
そ
の
領
域
の.
內
に
、
深
く
植
ぇ
0.
け
ら
れ
-̂

こ
と
に
よ
っ
て
明
か
で
|
0.

し
か
し
な
が
ら 

植
民
地
の
中
に
は
、
そ
の
原
往
者
に
對
1
る
政
治
的
征
服
が
主
た
る
手
段
ど
な
ら
ず
、
い
は
ゆ
.^
本
國
人
の
-移
住
に
よ
っ
て
形
成 

せ
ら
れ
た
も
の.
が
あ
り
、
を
こ
で
は
、
移
住
者
の
本
國
に
お
け
る
社
會
經
濟
的
關
係
が
、
そ
の
ま
、
•適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。 

(

あ
る
ひ
は
多
少
の
改
變
は
あ
る
が
。)

か
又
し
て.

か
、
る
植
民
地
に
徐
タ
と
讓
が
發
展
し
來
る
場
合
に
は
、
本
國
と
植
段
地 

.

と
め
關
係
の
本
來
養
義
を
失
は
ん
と
す
る
場
合.
が

あ

气

，チ
*
ル
ゴ.
ゥ•
の

言
葉

に「

植
民
地
は
：、
成
熟
す
る
や
、
果

豸

樹

’か

1

D
七 

四

新
«
锢
这
眛
期
鸫
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八

(m
s
;

六〕

.

袭
ち
る
や
ぐ
に.
，そ
の
本
國
力
ら
脫
落
す
名」

と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
場
竞
該
當
す
る
。
例
へ
ばr

イ
ギ
リ
ス 

植
段
地
と.
し
て
の•
カ
ナ
ダ
*
オ
丨
•ス
ト
ラ
リ
ア
の
ご
と.

1
 

イ

ギ

リ

ス

の

植

民

也

で

•
あ

 

.

つ
て
そ
S

領
と
し
て
の
あ
f

Q.

が
、
S

領
の
I

I

つ
て
S

S

•、.
と
の
理
由
に
よ
つ
て
t

o/
イ
ギ
リ
ス
で
は. 

贫
十
I

紀
の
終
末
か
ら
帝
國
會_

を

開

催

し

て

、
贏

領

と

英

本

國

と

の

關

係

の

緊

密

化

を

計

つ

•
て

ゐ

る
。
し
か
る
に.

f
c
f 

慌
の.

1
、
各
國
が
高
く
關
税
障
壁.
を
設
け
て
、
外
國
品
の
輸
入
防
遏
に
苦
心
し
て
ゐ
る
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
も
、I

植
民
f

1

|

|

_

、
書

塞

i

s

i

養

れ

た

。
u

s

i

l

.と
し
て
開
催

せ
ら
れ
、
特
顏
税
制
度
に
よ
る
通
商
關
係
の
馨
化
が
行
は
れ
た
。
諸
國
は
’、
と
の.
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
做
ひ
.、
あ
る
ひ
は
通
商 

關
係
を
通
じ
v

l
g

l

關
f

通
じ
て
、
嘉

s
植
民
营
た
は
他
の
•、領
域
と
の
證
を
深
く
し
I

と
し
て
ゐ
る
。
ブ.

ロ
ッ
ク
經
濟
政
策
な
る
も
の.
が
、-
こ
れ
で..
あ
る
0 

.
.

.
.

.
.

.

S 

- 

.

H

統

制

經

濟

の
進

展

"

わ
が
國
に
お
い
て
も•

重
耍
讓
統
制
法
は
、.
昭
和
？

に
成
立
し
た
。.
昭
和
六
年
は
、
I

恐
慌
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
S

勃
發 

し
た
？

？

、
滿
洲
i
s

起
つ
S

S

つ
て
ゐ
5

Q

世
界
恐
慌
の
深
度
ば
、
計
り
知
る
ベ
か
ら
ざ
f

の
が
あ
る
。 

殊
に
農
業
部
門
I

は-
農
村
の
破
局
を
さ
べ
思
は
し
め
f

i

つ
た
。
こ
の
世
界
恐
慌
の
わ
が
國
I

I

響
に
拍
車
を

加

へ

た

も

、の
は

' 

當
時
の
大
藏
大
|

上

準

之

助

氏

の

含

出

禁

1
解
除
に
よ
る
.
デ
フ
レ

丨

.シ
ニ
.政
策
の
敢
行
で
あ
つ
た
。
ヒ
の
政 

策
に
ょ
っ
て.'
»

中
小
企.
業
者
の
狀'熊
は
ま
'̂
ま
す
惡̂

し
た0.
ゎ
が
經
肩
生
活.
の
全
軋
的
惡.
化
で
は
：ぁ
っ.た
が
* 

t
の
全
面
的
経
，
跨
危

機
に
お
い
て
.
大
企
業
は
、
そ
の
有
す
る
經
濟
力
ft
よ
つ
て
、
何
筝
か
の
維
持
ま
た
は
打
開
策
を
有
す
る
。
そ
れ
は
資
本
の
勢
力
に
よ
る 

企
業
集
中
を
敢
行
し
て
'

生
齑
規
^S

維
持
•
價
格
の
維
持
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
E
大
な
コ
ン
ッ-

ル
ン
，
ト
ラ
ス
ト
•
力 

ル
テ
ル
の
組
織
は
、
如
く
の
ご
，と
き
大
資
本
を
中
心
•と
し
て
結
成
せ
ら
れ
る
。
I
れ
は
資
本
主
義
發
展
の
必
然
的
結
染
で
あ
つ
て
、
. 

度
資
本
主
義
が.

そ
の
自
由
的
段
階
か
ら
獨
占
的
段
階
に
人
る
過
程
に
お
い
て
、
ま
た
獨
占
的
段
階
の
完
成
以
後
に
お
い
て
採
用
せ
ら

る
る
政
策
で
あ
る
。
わ
が
經
濟
典
は
、.
大
正
の
末
期
か
ら
昭
和
の
初
期
に
'お
い
て
1
こ
の.
段
階
に
達
し
た
。
こ
の
傾
向
を
强
化
し
、
世

. 

* 

.

界
恐
慌
の
影
響
を
出
來
得
る
だ
け
縮
減
し
よ
ぅ
と
し.
た
も
の
が
、
重
要
產
業
統
制
法
で
あ
る
。
條
文
三
筒
條
に
.過
ぎ
な
い
簡
單
ぉ
も
の

で
は
あ
る
が
、
わ.
が
統
制
經
濟
進
展
の
上
に
は
1
最
も
特
筆
す
べ
き
法
制
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
全
部
を
擧
げ
よ
ぅ
。

•  

-
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.

第
.一
條
重
要
ナ
ル
產
業
ヲ
.營
ム
者
生
齑
交
パ
販
賫
一
一
關.
シ
命
令
ノ.
定
ム
ル
，統
制
協
定
、ヲ
爲
シ
タ
ル
場
合.
一
一
於
テ
同
業
！

一
分
ノ
一

.

.

以
上
ノ
加
盟
ア
ル
ト
キ
.ハ
命
令
ノ
定
ぺ
ル
期
間
內

一

一

之

テ

主

務

大

叚

..一
一

M
出
ッ
ベ
；シ
之

ヲ
廢
止
變
M

シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

前
項
ノ
產
業
ノ
種
類〈

統
制
委
員
會
ノ
議
ヲ
避
テ
主
務
大
臣
之
ダ
指
定
ス.
.

'

前
頃
ノ
規
定
1
1

依
リ
指
定
セ
ラ
レ
タ
.ル
產
業
ヲ
營
ム
苕
ス
命
令
ノ
定
太
ル
琪
項
ヲ
主
務
大
臣
' '
1
屆
出
ッ
へ
シ.

 

.. 

第
一
一
條
主
務
大
臣
前
條
ノ
統
制
協
定
/
加
盟
盏
三
分
ノ
一
一 
以
上
ノ
申
請.
ア
リ
タ.
ル.
場
合
二
於
テ
當
該
糜
業
ノ
公
正
ナ
ル
.利
益
ヲ
保

護
シ
國
民
經
濟
ノ
健
全.
ナ
ル
發
達
ヲ
圖.
ル.
镓
特
_.
1
必
敷
ァ
リ
ト
認
人.
ル
K
キ
ぺ
統
制
®
r
#
>
議
ヲ
經
-V
-
當
該
統
制
協
记
ノ
加
盟

.•, 

•

漭
又
ハ
其
ノ.
協
定.•一
一
加
盟
セ
ザ
ル
同
業
苕

I-

對
シ
テ
其
協
定
ノ.
.

全
部
又
ハ.
.

一
部
一
一
依
ル
へ
キ
コ
ト
ヮ
命
ス
ル
.コ
ト
ヲ
得.
.

.

 

. 

.
.

.

-

第
三
條
主

.務
大
！

Gi

第

.一
條
ノ
統
制
協
啶
ヵ
公
益
テ
反
シ
、-
又
.
.ハ
當
該
®
業

若<■

之
ト
密
接
•ア
ル
關
係
ヲ
嗬
ス
ル
糜
業
ノ
公
正
ナ
ル 

.
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制
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衡
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新
箝
制
《
統
制
親
濟 

ニ
.
0

、

(

一
四-s

八)

.

 

.

.  ■
■

 

.
,
 

.

 

,

.

.

利
益
ヲ
害
ス
>
認.
ム
ル.
ト
キ.c

統
■制
委
M
會
ノ
議
ヲ
經
テ
其S

變
M-
叉.
ハ
取
消
ヲ
命
：

K

ル
コ
ト
ヲ
得

と
れ
が
筑
要
產
業
統
制
法
の.
全
：文
で
あ
る
が
、
當
時
の
商
エ
大
1
2
1

俵
氏
の
說
明
に
よ
れ
ば
»
わ
が
座.
業
界
に
お
け
る「

無
^

な
る
鏡

•
•

 
.

 

-

 

....

荦」

を
綏
和
し
*
こ
れ
に
統
制
を
與
へ
て
*
國
民
經
濟
の
健
全-
な
發
展
を
期
す
る
と
い
ふ
に
あ
る
。
そ
の
統
制
對
象
と
し
て
は-
輸
M

'
 

.

\ 

/

品.
エ
業
組
合
法
が
中
小
エ
業.
の
統
制
を
目
標
と
し
た
の
盯
對
4
て-
重
要
產
業
統
制
法
は
、.
大
工
業
の
統
制
を
目
標
と
し
て
ゐ
る
。
こ

の
重
耍
糜
業
統
制
法
の
適
用
を
受
け
つ.
、
あ

る

厳

業

は

、
一
一
十

M

種
に
登.
つ
て
ゐ
る
。
綿
絲
妨
績
業
•
絹
絲
紡
績
業
又
造
絹
絲
製
造
業•

ヵ
丨
バ
ィ
ト
製
造
業.
.

晒

粉

製

造

業

，
硫

酸

製

造

警

叢

製

造

業

.
硬

化

汕

製

造? '
セ
メ.
ン

ト

製

造

業

•
一

 .一

硫
化
炭
素
製
造
業•

製
糖
製

造
業
•
合

金

製

造

業•洋
紙

製

造

業•板
紙
^
造

業•
小

麥

粉

製

造

業
•
銑

鐵

製

造

業•.棒
鋼

製

造

業•山
形

鋼

製

造

業
•
鋼

板

製

造

業

•
銅

又

は

眞

徽

の

鹏

延

板

製

造

業

•
挪

發

油

製

造

業

.
ま

た

は

販

寶

業

，
麥

酒

製

锆

業

.
石
炭
鑛
業
•
線
材
製
造
業
が
こ
れ
で
I。

.

と
の
法
令
の
適
用
を
受
け
る
'製
造
業
は
、
如
何
な
る
統
制

!̂
實
行
す
る
か
、
そ
れ
は.
.

法
令
の
^
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
生
と
し

. 

,.

て
こ
れ
ら
の
製
造
業
に
お
け
る
自
己
統
制
で
あ
つ
て
、；
箜
一
條
の
規
定
は.

い
は
ゆ
る
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
に
適
弔
せ
ら
る
る
も
の
び
あ

♦

 

•
 

W

;

 

•

る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
こ
の
法
令
ホ
、
ヵ
ル
テ
ル
强
化
の
意
味
を
有
す
る
。
！
要
！j

業
に
お
け
る
ヵ
ル
テ
ル
化
は.
旣
に
こ
の
法
令
： 

の
成
立
以
前
に
お
い
て
進
行
し
つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
令
は
，
し
の
事
態
の
發
展
に
法
的
根
據
を
與
へ
、
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー 

に
關
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
强
化
し
、
力
，ル
テ
ル
化
を
容
易
化
し
强
化
せ.
し
め
る
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
令
は

,

そ
の
施
行
令
第
一
條
に
よ

.

り
、

. 

ン

f

.1

生
產
制
限
义
操
業
短
箝

•

に
顔

.

す
る
锿
定

.

.

.

. 

.

/

 

.  .

 /

 ■

•

 

.ニ .

生
產
分
野
^
關
す
る
協
定
,-

.

:

'

:

三
.
註
文
割
當
に
鼠
す
る
協
定.

,

.
四
販
賣
價
格
其
他
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
取
引
條
件
に
關
す
る
協
定•

..

五
販
路
に
~關
す
る
協
定 

\
 

'

六

販

寶

數
- t

に
關
す
る
協
定
’

' 

'
 

-
 

七
典
同
販
寶
に
關
す
る
協
定

.

.

 

.

.
 

• 

'

を
超
出
で
る
こ
と.
、
な

つ

て

ゐ

、こ
の
屆
出
に
ょ
つ
て
こ
れ
ら
の
協
定
は
法
的
强
制
力
を
享
受
す
る
こ
と.
に
な
つ
て
、
.こ
の
協
定
に
從

は
な
い
業
者
が
出
現
し
た
場
合一

|>
即
ち
カ
ル
テ
ル
結
成
者
で
も
ア
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ー
で
も
"

一

第
一
一
條
の
發
動
を
カ
ル
テ
ル
結
成
者 

_ 

-

の
三
分
の
一
一
の
要
求
あ
る
場
合
に
は
、
要
求
し
得
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ち
、
叻
ル
テ
ル
は
法
的
に
强
化
せ
ら
れ
た
と
い

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
き
に
恐
慌
對
策
と
し
てQ

カ
ル
テ
ル
化
が
、
そQ

法
的
极
據
を
持
っ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
お
る
。
そ
し
て
、
統
制

經
濟
へ
の
新
ら
'し
い
道
を
拓
い
た
こ
と
は
*
輸
出
組
合
法
の
改
'IK
ょ
っ.
て
、
工
業
紺
合
法
が
出
現
し
た
以
と
の
意
義
を
有
す
る
。
そ
れ

は
わ
が
經
濟
界
の
殆
ん
ど
す
ベ
て
の
重
要
產
業
を
、
そ
の.
中
に
包
含
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

重
要
產
業
統
制
法
が
成
立
し
た
昭
和
六
年
は
、：

ま
た
滿
洲
事
、變
が
勃
發
し
た
部
で
あ
る
。
滿
洲
事
變
は
、
わ
が
滿
蒙
の
軍
事
的
施
に

經
濟
的
生
命
線
に
對
す
る
蔣
介
汩
I
張
學
良
政
權
の
电
華
民
族
主
義
的
排
擊
政
策
に
對
す
る
反
擊
で
あ
る
。
わ
が
國
は
.
世
界
恐
慌
の

f 

i
l
f

影
響
を
受
け
て
•.
非
常
な
經
濟
的
困
難
に
遭
遇
し
っ-
あ̂.
る
と
き
、
わ
が
最
大
の
權
益
地
域
に
お
け
る
支
那
側
の
不
法
な
攻
擊
は"

わ

'

新
體
制w

統
制
經
濟 

一
一
一.

(
一

四
四
ナ
、



陽

：：.ま
'::,
:

，.,.
'

C

一
四
五0

〕

れ
を
起
た
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不c

農
な..
る
行
動
を
反
擊
し
：
わ
が
.正
當
な
る
權
益
を
擁
護
す
る
こ
と
は
*
當
然
の
正
義
を
主
張 

す
る
こ
と
で
多
る
と
同
時
に
，
わ
が
經
濟
的
權
益
を
も
主
張
す
る
結
果
と
，な
る
。
日
露
戰
爭
十
萬
の
血
に
ょ
、つ
て.
獲
得
し
辱
た
唯
一
.の 

椒
益
地
域
で
あ
り
、
國
防
カ.
第

一

線
で
あ
る
領
域
の
擁
護
維
持
は.
、.
わ
が
朝
野
の
全
體
的
支
持
の
下
に.
行
は
れ
た
。_.
而
し
て
、
事
變
の 

戰
線
は
、
金
滿
洲
と
熱
河
皙
と
に
亙
^
、
：
日
露
.戰

爭
ょ
り
も
廣
大
な
戰
線
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
。

■
こ
の
滿
洲
琪
變
の
經
過
と
と
も
に
、
日
滿
協
同
經
濟
の
建
設
が
開
始
さ
れ
た
0,
滿
洲
國
建
國
の
翌
年
、
V
同
一
一
年
三
月
に
は
、
、滿
洲 

經
濟
建
設
綱
要」

が
發
¥

ら
れ
，
經
濟
建
設
の
大
綱
が
示
さ
る
、
に.
至
つ
た
;0「

無
統
制
な
る
資
本
主
義
經
濟
の
弊
害
に
鑑
み
、之
に

所
要
の
襲
統
f

加
へ
、
資
本Q

効

果

畜

用
し.

晕

豐

經

翼

體

Q

健

耋

つ

醫

た

る

發

f

s

ん
と
す
。
斯
く
し
て

國
民
大
衆
の
經
濟
生
活
を
豐
i
安
周
な
ら
し
め
、
そ
の
國
民
生
活
を
向
上
し
、
國
力
を
充
實
し
、
併
ぜ
て
、
世
界
經
濟
の
發
展
に
貢
拔 

し
、
文
化
の
间
上
を
圖
り
、
以
て
.建
國
の
大
理
想
た
る
模

範

國

を

實

.現

す

る
は
、.

經

濟

建

國

の

究

極

の
目
標
で
あ
る
O」

而
し
て
、
そ
の 

國

內
に
お
け
る
指

镎

原

理

は

、
.四

ヶ

條

の

經

濟

原

則

の

一

と
し
て
、「
國
民
全
體
の
利
益
を
恶
調
と
レ
、資
源
の
開
拓
.
實
業
の
振
興
の 

利
益
が
一.
部
階
級
に
鹚
斷
令
る
、.
の
弊
を
除
き
、
萬
民
共
樂
な
ら
し
む
/
と
い
ふ
に
あ
る
。 

•

日
‘滿
經
濟
政
'^
は
、
主
と
し
て
滿
洲
國
に
お
け
る
資
源
の
開
發
と
、
滿
洲
に
お
け
る
日
本
商
品
販
路
の
確
保
と
をE

檩
と
し
て
行
は 

れ
た
。
と
の
時
期
を
中
心
と
し
て
、
日
本
資
本
の
滿
洲
國
進
出
は
、
以
上
の
や
ぅ
な
ィ
デ
オ
P.
ギ
ー
の
た
め
に
牽
制
せ
ら
れ
て
、多
少_
 

賭
の
狀
態
を
見
せ
て
ゐ
だ
の：

で
あ
る.
が
、
そ
の
-«
滿
溯
國
‘に
お
け
る
事
情
の
了
解
と
と
も
に
、
激
增
し
て
ゐ
る
。
い
ま
：
日
本
法
人
$ 

.
に
滿
洲
國
祷
人
の
ー.
¥
加
を
示
さ.
ゲ.
。
そ
れ
は
、
最
も
ょ
い
日
本
資
本
の
滿
洲
進
办
の
樣
相
を-
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。C

軍
位
千
§.

年

次

本

法

人

V

雜

湖

國

：法

人

計

社

昭

和

三

.
年 

:

•
四
，
年

•

五

年 

六
丨
年.

八

•
年 

.

九

年
.

1
0
年

.
1
5

ニ
ー 
年 

一
三
华

:

數

ニ

0
五 

1
r

八
九 

1

ニ
七
一 

ニ
ー
一
五
一

 

一
四
九
五
■
 

H
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六
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一
九〇

11  

ニ 
五.
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U

五
三
六.

一
〇
八
九

i
f

 
雌1

1
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社
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六
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0
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四
九
リ 
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1
、

三
三
五 

七
一
一
一
一
、
七

 
一

一. 

七
0
六
、
八
，三
ニ

 

■
 

七】

八
、
六
七0 

九
ニ
四
、
六
七
六

 

九
七
〇
、
ニ

ニ，

. 

1
〇

，1
0
、
八

八

八■

_ a

一
 
三
、o
〇
o- 

八
七
ニ
、
四

八

五..
■■

九
〇
八U
三
四.jc

. .

ニ
〇
三
、
〇
〇
七

 

.
ニ
五
ー
、
七0
七 

.•■四
0
ん
、六
八
五 

11

一

H
C

9

九
六
七 

1

山
ハ
八o
、o
l

三

.
一
九
六
方 

n

 
ニ
八
六 

ニ
七
六
八 

.三
四一

九 

四
ニ
ニ
四

'...

六
四 

:

ニ
ー
ニ
 

ニ
11

三 

i
l
l
u
Q

'
5
0
八-

こ
の
統
訐
數
字
は
、■
法
人
組
織
の
企
業
の
實
質
的
資
本
金
額
で
あ
っ
て
、
日
本
の
經
濟
的
進
出
の
全
部
で
は
な
い
が
、
そ
の
主
要
部

. 

-
-
 

. 

.

分
で
I

と
I

と
が
出
f

で.

|
ぅ

ァ

：.
：,

,

:■
■
■,—

 

：
,
'

■■,

、ソ

.

V
 

滿
洲S

變
を
中
心
と
し
：て
、
わ
が
經
濟
は
、.'童
耍
な
變
化
を
受
け.
て
そ
る
。
そ.•の
最
も
顯
著
な
傾
向
は
'
財
政
の
膨
脹.
'で
あ
る
。
そ 

れ.
は
、

一■.
つ•
の
財
政
イ
ン
フ
V
丨.
シ
'ョ
ン
的
傾
向
を
示
す
も.
の
で
あ
る
。
當
時
の.
政
治
的
情
勢
に
對
應
し
て
、
軍
事
費
の
膨
脹
と
時
局

一
 

J
s

l
、
一  n

八 

I  
二
六1

、

五
九
四 

1

四
ニ 
0
、六
八
五 

ニ
ニ
三
三
"
四
五
！1
 

ニ
五
八
八
"
三
六
八
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.

匿
救
費
の
支
出
：の
特
徵
を
持
つ
も
の
で
あ
>
0
が.
、.
特.
に
前
者
の
意
義
は
、
^
で
あ.
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。.
も
^
ょ

り

^

今

日

の

財

r

 

•
'

 

..•峰

 

>

政
狀
態
か
ら
見
れ
ば
、
微
>
だ
'る.
も
の.
で
あ.
る
，が

、
當

時

と

し

て

梂

-'
十
數
億
代
の.1:

般
會
計
が
、
，一

ー
十
億
七
始
め
て
越
へ
た
と
き
で.

■

 

; 

- ■
 

... 

，

'
ノ 

，  

. 

t

あ
り
、
特
別
會
計.
の.
增
加
は
、
著
し
，い
も.
の
が
あ
つ
た
。...い
;±
、
昭
和
四
年
か
ら
支
那
事
變
前
年
の
十一

年
度
ま
で
の
，I

般
會
Kt
並
に 

特
別
會
計
の
額
を
示
せ
ば
"
次
；の
ご
とV

，

あ
名
o 

;.
パ

昭
• . .

: 和

一 一 九 八 七 六 芄 四  
—■ O
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般
會
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萬
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七
三
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四
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四
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五
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九
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四
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こ
の
財
政
數
字
は
、
昭
和
六
年
以
陬
に
お
け
る
膨
脹
を
如
實
に
示
し
て
，ゐ
る
。
こ
れ
を
、
前
揭
卸
賣
物
債
指
數
に
お.
い
て
、
昭
和
六

年

の

六

九
•
六

が

、
最

低

を

示

し
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し
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多
る
傾
向
と
を
併
せ
考
‘
へ■•
:
る
方
ら
ば
、
こ
の
.爾
者
の
，間
の
開
聯
性
.
t

l -
解
し
得
る
で
あ
^-

う
し
、
ま
灰
昭
和
六
.

a;

に

お

い

て

フ

^

^
事

變

が

勃

發

し

た

匕

と

の

決

レ)

で

偶

然.
で.

:̂
い

理

由

を

發

見

し

居

る

で

あ

ら

ぅ
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四
戰
爭
經
濟
の
樣
相
.：

こ
§.
間
に.
あ
っ
て
、
わ
が
政
治
的
現
象
に
は
、
特
に
塗
思
を
要
す
名
も
の
が
：あ
る
。
國
内.
に
.れ

い

て

は

ノ

政

黨

政

治

に

對

す

石

不

信

 

の
熊
度
は
、
露
骨
に
表
現
せ
ら
れ
た
。
そ
の
著
し
い
V
の
は
，
昭
和
七
年
に
お
け
る
五•

一：五
事
件
か
ち
昭
和
十I

年
に
お
け
る
一
T
1
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六
事
件
に
い
た
る
，一
聯
の
歐
治
的
現
象
で
あ
る
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、.
政
治
家
は
、
常
に
政
治
の
常
道
へ
の
復
歸
を
主
張
し
、
且
っ
そ

の
實
際
運
動
に
從
瀋
し
な
が
ら
'
反
っ
て
、
そ
の
結
果
は
、
い
は
ゆ
る
常
道
か
ら
の.
離
脫
で.
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
杖
、
わ
が
政
治
家
が

'
 

. 
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•!
«:
界
の
傾
向
に
對
す
る
.認
識
の
/ F
S

が
あ
っ
た
' ^

め.
で
あ
る
。•彼
等
は
、
世
界
の
新
傾
向
を
認
識
す
る
で
と
を
得
ず
、國
內
に
お
い
セ
- 

本
能
的
に
起
っ
て
來
た
愛
國
運
動
が
、
そ
の
理
論
の
上
に
お
い
て
は
、
と
に
角
、
そ
の
行
動
の
上
に
お
い
て
、
世
界
の
傾
向
;-.
ほ
'̂.

1 

致
し
て
ゐ
る
蕻
實
，を
、
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た.
の
で
'あ
る
。
こ
の
認
識
，の
低
調
が
、
國
灼
に
お
>
て
、
無
用
の
磨
擦
を
起
す 

と
同
時
に
、
國
際
的
に
は
、
英
米
的
國
際
聯
盟
的
思
想.
の.
亥

配

を

：、

.
久.
し
く
脫
却
す
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
め
た
耍.
因
で
あ
つ.
た
。.
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滿
洲
事.
變

に

お

け

る

.わ

が

國

の

行

動
は
、

.幾
度
か
國
際
聯
盟
の
審
判
に
上
せ
ら
れ
た
。‘
外
交
官
達
が
、
そ
れ
に
說
明
を
與
へ
っ
、
あ

る
間
に
1
行
動
は
進
ん
で
、
遂
に
國
際
聯
齓
か
ら
の
離
脫
と
fe
っ
た.9

で
，あ

る

が

、
そ

の

で

と
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、
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係
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に
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リ
ヵ
合
衆
國
は
、
理
論
的
に
/
ィ
ギ
リ
ス
は
實
際
行
動
の
上
に
お
い
て
、
わ
が
國
に
抗
議
し
、
わ
が
行
動
を 

妨
害
レ.
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て.
、
そ
れ
は
、
滿
洲
事
變
か
ら
支
那
事
變
の
現
在
に
い
た
.る
ま
で
、

一
貫
し
て
變
る
と
こ
ろ
の
な
い
彼
等
の 
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針
で
あ
石
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滿
洲
翦
«
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哪
事
變
に
か
け
て
、
，わ
が
國
に
對
す
る
外
交
的
包
圍
陣
は
、

.

形
成
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
。
そ
の
形
成
は
、
と
き
と
し

て
、
比
菰
の
差
異
は
稃
し
て
ゐ
る
が
、
東
雨
に
お
け
る
海
の
勢
力
i
西
北
に
お
け
る
陸
の
勢
力
、と
は
、
と
も
に
馬
蹄
型
陣
形
を
形
成
し

て
*

わ.

が
阈
を
包
圍
し
、.

こ
の
包
圍
さ
れ
た_

內
に
お
い
て
、
，東
蓝
の
ニ
大
民
族
の
爭

1

|
| :

:

行
は
し
め
て
ゐ
る
の.

で
あ
る
。
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四
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五
千
萬
の
人
口
は
，
こ
の
日
本
包
圍
の
ニ
つ
の
■馬
蹄
型
陣
營
の
後
援
を
た.
の
む
國
共
政
權
に
導
か
れ
て
、■1

を
繼
續
す
る
こ
と
三
年

有
氽
、
故
國
を
廢
墟
と
化
•
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
.

わ
が
0 .

本
の
經
濟
的
破
綻
を
唯
ー.
の
浠
望
と
し
て
、
抗
戰
し
つ
、
あ
る
。
し
か
る.

に
、
彼
等
の
念
願
は
、
■決
し
て
實
現
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
抗
戰
三
年
'の
經
濟
的
實
績
が

、
明
か
に
こ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。

わ•
が
國
は
'
 

現
*
單
に
变
那
と
の
み(

戦
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
敵
は
，
外
交
的
辭
令
を
廢
す
れ
ば
、
包
圍
陣
營
の
全

部
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
‘で
あ
ら
ぅ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、全
面
に
敵
を
作
る
こ
と
の
賢
明
で
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
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國
際
關
係
の
複
雜
性
は
•.
そ
の
間
に
利
用
す
べ
き
勢
力
の
有
す
る
と
と
は
明
白.
だ
。
殊
に
第
二
次
ョ
ー
ロ
ッ
X
戰

爭

.の
展

煳

せ

ら

れ

つ

 

ベ
あ
る
今
日
に
お
い
て
、.
乙
の
，情

勢

を

利

用
f
る
こ.
と
が
吖
來
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
が
國
に
政
治
家
の
ゐ
な
い
こ
と
を
立
證
す
る
に
外

L. 

V 

.
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な
ら
な
い
。
そ
の
點
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
第
ニ
次
ョ
ー
ロ
ッ
パ
戰
爭
勃
發
®
前
に
お
け
る
ド
ィ
ツ
の
外
交
に
學
ぶ
べ
き
多
く
の
も 

の
が
あ
る
を
感
ず
る
。
そ
し
て
現
在
の
チ
ャ
ン
ス
を
：つ
か
む
べ
き

.
で
は
な
い
か
。
そ
の
第
一
.
步
が
、
日
獨
伊
三
國
同
盟
で
あ̂.
。

し
か
し
、
：支
那
窜
變
は
、
現
在
の
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H

本
に
，大
き
な
影
響
を
與
へ
て
ゐ.
る
'--
°日
本
と
中
國
と
の
政
治
經
濟
的
罾
]1
の
段
階
か
ら
み
て
、 

殊
に
さ
ぅ
V '
:

ふ
感
を
興
.へ
る
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旣
に
高
度
資
本
主
義
の
段
階
に
ゐ
る
わ̂

-

國
と
、半
植
民
地
國
と
し
て
の
中
國
と
の
對
立
が
、
三
年
有
餘 

0;
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長

き

：
に
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一

日 1

る
理
由
は
、政
洽
經
濟
时
要
因
：の

.1
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と
，し
，て'

觀
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せ
；ら
る

*

へ
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的
現
象
で
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る
こ
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張
し
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、
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の.

重
要
性
を
指
摘
し
て

.

.

ゐ
る
。

■

こ
の
こ. 

と
は
、
戰

举

か

決
.̂

的
要
* '.

の一

と
し
て
、數
へ
ら
る
べ
き
も
の

•

で
あ
つ
て
、
人
ロ
：。
資
.源
>

生
迤
カ
と
深
い
關
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、 

ま
た
そ
ル
ら
と
の
關
係
を
離
れ
て
も
な
ほ
重
耍
な
要
素
と
し
て
考
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

.
ナ
ボ
レ
オ
ン
時
代
に
お
け
る
ロ
シ
ア
帝
國
が
、
ナ
ポ
レ
呀
ン
の
征
服
を
受
け
な
が
ら
、
モ
ス
ク
ワ
に.
お
い
て
、
こ
れ
を
：反
擊
す
る
こ 

と
が
出
來
だ.
の
は.

ロ
シ
：ア
が
フ
ラ
ン
ス
ょ.
り.
も
髙
い
坐.
康
カ
を
持.
つ
て.
ゐ
た
か
ぢ
で
は.
な
い
0 
.ナ
ポ
レ
オ
ン
の
軍
隊
の
相
手
.と
な
つ 

た
ロ
シ
ア.
の
領
域
が
、
そ
の
持
っ
て
ゐ
る
軍
力
を
遙
か
に
越
へ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ.
る
。
現
在
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
が
、
世 

界
に
臨
む
に
傍
若
無
人
の
態
度
を
採
る
こ
と
は.

ア
メ
”
カ
に
世
界
'の
金
存
往
高
の
八
〇
^
0 
.一
 
百
億
ド
ル
以
上)

が
存
言
る
だ
け
の
問 

題
で
は
な
い
。
ま
た
世
界
最
高.
の
生
虛
カ
と
集
中
的
な
資
源
を
持
0
か
ら.
の
み
で_
は
な
い
0.
そ
れ
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
力.
を
測. 

定
す
る
上
に
お
い
て
、
霞.
要
な
要
因
た
る
を
失
は
な
：い
。
ア
メ
リ
カ
の
持
つ
軍
酷
ト
ン.
數
も
、
あ
る
程
度
ま
で
、
も
の
を
い
ふ
で
あ
ら
ぅ
。 

し
か
し•
な
が
ら
、
1L
f
界
に
對
し
て
、
ル
ー.
ズ
ヴ
ヱ
ル
ト
や
ハ
■
ル
が
太
平
樂
を
並
ベ
ら
れ
る
條
件
を
作
る
も
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
地
理
的 

地
位
が
、
m

西
に
大
西
洋
と
太
平
洋
と

の

ニ

っ

の
海
の
防
壁
を
榇
っ
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
合
衆
國
が
、
海
陸
の
ニ
っ
の
大
領 

域
を
持
つ
て
ゐ
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

從
っ
丨
て•.•
領
域
の
問
題
姑
、.
今

後

の

政

治

經

濟

的

要

因

と

し

て

高

く

評

價

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

も

の

だ

.0
支

那

货

羅

が

三

年

有

余
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ら
れ
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蔣
介
葙
が
四
川
猶
に
立
て
籠
っ
て
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
杭
戰
の
演
說
を
し
續
け
て
ゐ
ら.

れ

る

，の

は

、
：
吏

那

大

睦

，と
い 

ふ
領
域
の
お
影.
で
あ
る
。.
支
那
中
央
軍
が.
强
い
の
で
も
な
け
れ
ば
,*
日
本
の
軍
需
生
產
力
が
衰
へ
た
の
で
•も
な
い
。
支
那
大
睦
•と
い
ふ 
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良
然
の
防
壁
が
、
蔣
介
石
と
へ
毛
澤
艰
を
細
々
な
が
ら
抗
戰
せ
し
め
て
ゐ
各
の
で

.
あ
る
。

'

な
こ
の
三
苹
葙
余
の
束
那
辦
變
は
ノ
紅
が
經
濟
に：

對
し
て
>
ir
大
故
影
響
を
與
へ.
た

。

そ

れ

は

、
正

し

く

日

本

經

濟

に

對

し

て

、

*!
:
的

■ 
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* 

.

影
響
を
與
へ*,
>
.
そ
-<
7
5箭
的
影
響
め
累
加
が
、
質
的
變
化
に
ま
で
，達
し
免
の
，で
'あ
る
。
ま
づ
、>

れ
は
財
政
的
方
面
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。

支
那
事
變
費
は
、：
次
の
ご
と
の
支
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

• 

百
萬
阖 

.昭
和
十
ニ
年
七
て
月
ノ

-  

:
.;

■

■
-
 

五
：一；七

.
同
.. 

丸

月
. 

.
:..

ニ
〇
ニ
ニ.

■

 

-

 

•

 

. 

.
.

-

.

■昭
和
十
三

:-
年
度
 

：

四八五〇

. 

，

十

四

.■年

度 

.四
六
〇
五

.

■

■

. 

' 

• 

•

.

十

五
.
年

度
.

■•
'
.

.

.
四
四
六
〇

: 

*

- 

•

&.
 

計
'

:  

H

ハ、四
五
五
：

:
單
に
、
臨
時
軍
事
費
の
增
加
の
み
で
は
な
べ
、

一
般
會
計
の
歲
出
增
加
も
著
し
い
もQ

が
あ
る
。
い
ま
、
滿
洲
事
變
以
後
の
部
分
を 

擧
げ
れ
ば
、/
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。 

，

哏
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'..
六.

年(
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.
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こ
れ.
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九
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、

て11
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ニ
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〇
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明
和
十
一
一
年
以
俾
.
は
、
.增
加
の
テ
ン‘ポ
は
ま
す
ま
す
急
で
ぁ
る
。
こ 

の
テ
ン
ポ
は*
滿
洲
事
變
當
時
の
ご
と
き
比
.
で
は
な
い
。.
こ
れ
に&
時
軍
事
費1
加
餺
す.
れ
过
、緣
く
べ
き
數
字
の
出
て
來
石
こ
と
は
* 

申
矿
ま
で
も
な
ぃ
。
こ
れ
は
、
全
く
戰
時
經
濟
の
樣
相
を

.
供
へ
て
ゐ
る
。
か
か
る
多
額
の
財
政
支
出
を
可
能
な
ら
し
め

.
る
も
の
は
、
勿. 

输
、
公
債
の
發
行
で
あ
.
る0,
公
愦
發
行
の
テ
ン‘
.

ボ
も
、
國
家
財
政
の
膨
脹
に
伴
つ
て
ゐ
る。
.

昭

ノ

和

六

年..

七
年
，

ノ
 

,
.

.

八
：
年

.

.

.

.

,

新
腌
制

>」

統
制
弒
濟
.

〈

發
行
額 

/

ン
 

ニ
九
九I

.

八.
一'
一

U  

一一

一
九
六

百
蕖
圓

償
還
額.1

11

三
六

ニ
六
七

一
一
三. 辟

萬
圓

年
宋
現
花

. 

1

六
〇
〇11 

六
五
四
八 

七
八
ー
ニ

百
截
圓

九
三•
三
五
■'

.
10

〇
土
0 

1
,1

六
.
三
七

二

九' ..(1

四
五-七〕



m

.....

_

國
債
の
增
加
は
滿
所
事
變
勃
發
の
昭
和
六
年
に
對
し
て
、
昭
和
十
四
年
は
、
約
三
〇.
〇
％
の
增
加
で
ぁ
る
。
阈
-f
t

百
億
の
憂
ひ
が 

叫
ば
れ
て
か
ら

*

,

四
年
に
し
て
、
旣

.

に
阈
債
は
ニ
百

:1
1
を

.

越
へ
た
0.

こ
の
增
加
の
テ

.

ン
ポ
は
、
更
に
急
進
し
て
、
昭
和
十
六
年
度
の
國 

霊

行

^

を
加
算
す
れ
ば
、
同
本
に
お
い
て
は
、u

.j

百
億
を
越
へ
る
で
ぁ
ら
ぅ
。
同
時
に
、
租
税
公
課
も
、
激
-'
it
し
て
ゐ
る
。
昭
和
七 

年
以
降Q

實
數
は
、
次
の
ご
と
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
、
國
税
地
方
税
2

G

S

で
倉
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

昭 牢  

' 和

一 一 一 九 八 七
一一 o
年 年 牟 牢 牢 年 次

.國
税
池
方 

稅
合
計

一
二 I  
九
：
 

.1  

三 

一
 o
 

r

四
四j 

:1 
五
‘>.
三
‘
 

j

七
ニ
七

1
'
5
九
3

1

戶
當
り 

1
九
五
•九
七

1  0

三•1  
H
 

1
,1

三
•
四
七 

.1
I

五•
七
八„ 

—*.
 

ニ 
七
，.
^
 

七 

一五
五• 
一
 
o

.一
人
當
り 

1
一
八
•九
ニ

ニ
〇
•三
三 

■'
三
•
三
.七 

3
7
_芄
六 

M

四
•九
四

H
o
-
n
H

年 I

ニ
五
三
五 

U

九
四.11.

I

八
七•
八
--
* 

U

一
 

七
•
九
九

三
？

六o 

四
ニ
 
•
卧
九

公
課
租
税
負
檐
額
は
、
®
和
七
年
に
比
し
て
»■.
昭
和
十
、四
年
に
お
い
て
は
、
ニ.
一
九
.̂

に
.當

勺

て

ゐ

て

、

，こ

‘の
傾

向

は

、
..今

後

ま

す

 

ま
す
增
大
す
る
で
あ
ら
う
o:
殊
に
、-
支
那
事
變
勃
發
以
後
の
增
加
は
、
著
し.
く
顯
著
で
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
、財
政
支
出
の
激
增
は
、 

ィ
ン
フ
レ
ー
シ
，
ン
傾
向
を
肋
長
す
る
の
で
あ.
る
：が
、.
滿
洲
事
變
當
偫
の
財
政
膨
膜.
は
、
遊
休
資
本
施
設
の
活
動
•
滞

貨

處

分

•
失

業

救

 

濟
の
意
味
を
持
っ
て
ゐ
た
が
、
現
在
の
や
う
な
財
政
支
出
の
急
激
な
增
加
は
、
は.
る.
か
に
遊
休
資
本
施
設
の.
度
を
超
へ
、' 物
資
不
足
へ

' 

. 

• 

. 

I 

. 

-

の
拍
琪
を
懸
付
て
ゐ
な

。_
 

.

.

こ
の
倾
向
は
"
戰
峙
經
濟
の
一.
つ
の.
特
徵
と
し
て
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ„

ン
狀
態
を
作
ち
う
と
し
て
ゐ
る
。
財
政
支
出
の
增
大
に
よ
る 

購
贸
ヵ
の
進
叫
は
、
極
め
て
急
激
で
あ
る
か
ら
、
兌
換
券
發
行
高
'

そ
れ
に
伸
つ
て.
增
加
す
る
。 

， 

,

.

日
本
銀
行
兌
換
券
發
行
高
■

年 

次 

昭

和

五
..
年

，

(

六

年

七

：年

： 

八

年
. 

新
錡
制
ミ
篇
鸫
濟

年
平
均
額. 

1

一
三
九. 

,
1
〇
四
六 

一
 011.1

九 

ニ

ニ

三
.

百
萬
阊

最.
高

額
• 

1

五

〇

九
一
 

一
.
四

〇

〇

 

一
四
七
八

一
五
九
八
， 苗

萬
圓

PM
五
iu



新
.碑
制 

抹
制
經
濟

九
.

年

： 

1

〇
年

，

'

'

.ニ
 

年

，

'

,

1
1

1

年

.

' 

ニ

ニ

竿

一
四
年
.
ハ
 

.J

^
-I
*-. 

3

(

.

1
四
六
〇)

1.

1
七

八
.

.
.

1

六
六
八 

1

ニ
四
ニ 

一
八
三
せ 

1

三
：

W

九

.
' 

i

九
六
五 

.1

五

三

四

： 

一.

一
三
九
七 

:

1'九
一
八
：
 

.

ニ

八

五

八

，
 

1
1

三

七

四

-- 

三
八
一
七 

H

五

九

七
.

(

八

月

中

旬〕

•
と
こ
に
も
、
昭
和
十
二
年
度
以
降
の
激
增
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
o.
殊
に
-昭
和
十

羣

八
月
十
七.
日
發
表
の
三
五
九
七
苜
萬
圓
は
、 

咋
年
下
季
宋
に.
比
す
れ
ば
、
ニ
億
ニ
千
萬
圓
程
度
の
縮
小
で
あ
る
が
、
诈
年
词
骈
に
比
す
れ
.ば

, \
實
に
十
億
七
千
四
百
萬
圆
の
急
膨
脹

 

で

あ

る

。

こ
.の
增
加
の..急
激
は
、
明
か
に
ィ
ン
フ
レ
ー
t

シ
的
現
象
で
あ
つ
て
、
事
終
後
三
年
有
余
に
し
て
、
こ
の
明
確
な
傾
向
と 

.な
っ
て
現
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
I

。
こ
の
點
に

お

い

て

も

、
.
.
姐

在
め
日
本
經
濟
の
地
位
は
、
決
し
て
樂
觀
を
許
さ
，な
い
も
の
だ
。

五

.
戰

時

統

制

經

濟

政

策

，

：

.

財
政
膨
脹
の
事
實
と
兌
換
券
並
に
物
價
指
數
と
を
骄
せ
考
べ
る
と
、
後
者
の
增
加
は
比
較
的
#

少g

數
字
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
き
 

忙
、
戰
時
經
濟
統
制
政
策
の
効
果
が
現
は
れ
て
ゐ
る
10
わ
た
く
し

气

統
_

の
‘効
果
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
0
し
か
し
な
が
ら
、
M 

•
 

在
の
栽
制
に
對
レ
て
ハ
全
商
的
^

灰
策
價
値
む
認
於
る
も
の
で
.
は
な
い
。
わ
た
く
し
办
や
ぅ
忙
、
铳
制
政
策
の
#

值
を
認
め
る
も
0
忙
，

し

M

し
て

I

^

時

統

制

政

策
の

無
價

値
^ -
だ
は
、
無

効

果

を

主

張

す

る

論

者

が

あ

1
0
一
わ
れ
わ
れ
呔
".

日
本
に
お
い
て
、
.さ
う
い
ふ
論
者 

を
發
見
す
る
こ
ど
に
•
苦

し

む

が

、
戰
時
經
濟
に
賭
す
る
實
證
的
論
者
と
し
て
の
.ス
テ
ィ
ー
ヴ
y ••

ホ.

，
ゾ

，一.
ィ
は
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。

彼

の

議「

明.

日
の
戰
爭」

(

邦
譯.

は「

今
日
の
筆」

ど
な
つ
て
ゐ
る
？•

霞
新
書
第
七

.

 

一S

は
、
戰
爭
省
制
經
濟
政
策
の
無
價

C

を 

次
の
や
う
贮
主
張
レ
て
ゐ
る

？

...

.

.

':

.

■

•
’「

戰
發
の
た
.め
の
合
理
的
な
經
濟
的
S

Q

見
地
か
ら
云
つ
て
、

.吾
々
は
、
現
在
す
ベ
て
ゐ
國
家
が
.

戰

靠

備

」

の
名
に
お
い
て
行 

つ
て
ゐ
る
干
涉
政
策
の
非
常
に
多
ぐ
の
も
の
、
否
、..
そ
の
大
部
分
及
び
經
濟
篕
を
統
制
じ
、
或
は「

評
盡
し
せ
ん
と
す
る
す
べ
て
の

他
の
政
策
を
棑
擊
せ
权
ば
な
ら
齔
。

'.
:

■
■ 

■ 

——

 

r

般
时
に
い
つ
て
、
酿
業
Q_

家
に
ょ
る
；

t

親
お
ょ
び
特
に
戰
爭
0
机
の
た
め
に
す
る
計
畫
に
關
じ
、
明
確
な
理
解
を
有
す
る
こ 

•...ノ
と
ば
へ.
：非
常
に
重
要
で.
あ
る
0
戰
爭
經
濟
に
お
い
‘.て
ば
、
國
家.
は
い
^

れ
に
し.
て
毛
、
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
。
何
故
な
れ
は
大 

-

ぎ
な
ス.
ト
ッ..ク
に.
關
1>-.
て
は
、
初.
は
貢
手
と..し
て
、
後
に
ホ
賣
手
と
し
て
"
既
家
が
現
は
れ
る
か
ら
で
あ
’
る
。
そ
し
て
^
罰
等
に
關 

す
る
他
の
議
は
別.
と
し
て
も
、
若
干
の
財
貨
办
生
蔽
を
統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
レ
で
あ
る
。
國
家
が
信
用
政
策
に
對
し
若 

0.
の
統
制
カ
を
揮
ふ
こ.
と
を
許
容
す
る
の
、も
、
恐
ら
く
賢
晛
の
態
度
で
あ
ら
う
0

し
加
し
な
噃
ら

'

終
に
は
貿
易
0 0-

獨
占
に
到
ら
ざ 

る
を
得
な.
い.
や
う
^
强
度
の.
質
易
干
涉
'
價
格
の
統
制
、
競
爭
の
排
除
等
の
如
舎
午
涉
方
策
は
、
ど
う
で.
あ
ら
う
か
.0 

.

..
'次
に
重
要
故
點
は
、.
針
畫
經
濟
或
は
•
十
涉
經
齋
體
制
ば
，
決
じ
て
圓
滿
に
動
い
た
こ
と
は
な
い
と
い
ふ
こ
•
と
で
あ
る
。
11
畫
經

濟
» 

.

に
つ
い
て
ば
、
讀
者
は
、
こ
の
問
題
に
關
ず
名
文
献
あ
參
猶
さ
れ
る
於
“

：̂

干
涉
問
亂
^ '
つ
い
て
は
、
吾.
.々
の
、
.現
在
の
危
機
お

.

.

新
雔
制
せ
罄
經
濟.

，.

ベ 

.

.

一5

 

(

1

5 -
ハ
C



l

i

 
維

牌

■.. 

i

2

g

 
ハ g

.

.
よ
び
こ
の
體
制
の
特
徵
I

す
多
く
の
I

す

る

嘉
•
例
へ
ば
け.
最
高
價
格
法
を
伴
ナ
ン
ス
レ
丨
v
n
•
ン‘
輸
入
の
制
限
、.
,, 

よ
び
輸
出
の
獎
敝
を
伴
ふ
爲
#
統
制
ノ.
愛
禁
止
法
を
伴
ふ
競
爭
の
廢
除
等
を
引
證
す
る
こ
と
が
出
来
る
。.
ヘ
ル
メ
ン
ス
は
眞
の 

、
ェs

f

ト
が

指

揮

し

て

ゐ

，
る

中

先

銀

行

§
政

策

さ.
へ
も
.

多
' i

W

に
お•
ぃ
；
て
，

真

矛

盾

に

充

ち

.冬

し

て

逆

の

結

果

に

印

 

達
し
て
ゐ
る
こ
と
を
說
示
し
て
ゐ
る
。
蓋
し
政
府
な
る
名
の
は-
自
か
ら
課
し
た
こ
の
課
題
を
成
就
す
.る
に
っ
い
て
充
分
な
心
理
的 

能
力
を
も
っ
て
t

か
ど
う
か
：
ま
？
 Q

IQ

訓

練

銮
f

 
f

倉

い

て

t

か

、
.
.
な

か

な

か

問
題
で
あ
る
0
し,

.  

か
く
の
ご
と
き
絶
制
政
策
に
對
す.
る
批
判
は-

|_

立
場
か
ち
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
批
判
の
ご
と
き
妻
が
あ
る
程 

度
ま
で
、#
制
政
策
の
中
に
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
'と
も
事
實
I

f
 
o
し
か
し
念
ら
.
か
く
の
ご
と
き
置
の
生
起
す
る
こ
と
を
恐
れ 

て
' 
統
制
政
策
の
採
用
に
露
し
た
と
す
る
な
•
ら
ば
、
そ

の

黧

は

、
統
刷
の
弊
害
よ
り
も
恐
る
ベ
ぎ
こ
と
と
な
る
の
で
は
な.
い
か
。 

殊
に
現
代
の
戰
帝
の
や
う
に
、
戰
爭
に
お
け
る
消
耗
が
耳
大
な
場
合
•
購
買
力
と
生
靡
力
と
の
鋏
狀
差
と
も
い
ふ
べ
き
狀
態
が
發
上 

し

ィ
ン
フ
レ
丨
シ
"
ン
へ
の
拍
車
が
懸
け
ら
れ.

戰
带
經
濟.0
■進
行
そ
の
も
の
が
S

せ
ら
る
、
結
果
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
も 

し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
戰
時
轺
濟
に
お
い
て
、
何
等
か
の
統
制
政
策
が
採
用
せ
ら
る.
.̂

の
は
、
當
然
で
あ
る
.°
そ
れ
に
對
す
る
賢
"| 

批

判

は

、

政
策
の
：効
f

如
何
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
戰
爭
經
濟
も
、
ま
た
一
っ
の
經
濟
體
制
で
あ
る
か
ら
、
經

濟
の
棵
本
的
原
f

無
視
ナ
る
こ
と
は.
出
來
な
い
。
戰
S

濟
體
制
と
い
へ
ど
も
、
無
か
ら
有
を
發
生
せ
し
め
，t

と
は
出
來
な
いO 

問
題
は
そ.W

に
あ
る
o

B

本
め
戰
，
廣

濟

は

.

ニ
0:

の
黙
に
^
い
て
ハ

：.茫
^ -

な
も
.の
と
^ -
.ひ
得
な
か
.0
た
0.
.そ
の
第
；.は
、
支
那
事
變
が
意
終
に
孕
ぐ
來
た

SQbte-、

と
と
で
あ
る
0
抗
日
民
族
主
義
運
動
の
滿
肌
事
變
以
後
に
お
け
る
發
-1
は
、
當
然
戰
爭
を
.1
想
-1,
な
け
れ
ば
な
‘ら
总
か
っ
た
箸
で
-̂
る. 

に
も
拘
ら
ず
、.
多
く
の
人
は
、
と.
れ
を
豫
期
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
た
と_,
へ
、
ま
た
豫
期
し
.て
ゐ
た
に
せ
ょ
一
昭
和
士
ー
年
の
复
を
も
っ 

て
來
る
と
は
V
想
象
し
て
ゐ
な
か

づ

た

。

從

つ

て

•
.
わ

が

戰

爭

の

準
備
は
、
滿
洲
開
發
に
依
存
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
、

そ
の
i i-

行
は
徐
々
於
る
も
の
が
あ
っ
た
。
十
分
な
戰
學
準
備
體
制
の
整
は
於
い
內
に
、
戰
爭
狀
態
に
人
り
认
!•
な
け
れ
ば
な
ら
な
ヵ
っ

た

の

で

あ

る

。

■

■

、

第
二
に
は
、
支
那
事
變
の.
急
速
の
解
決
を
豫
期
し：

て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
北
支
に
お
け
る
事
件
が
、.
發
展
し
つ
、
あ
る
と
き
、
現
地

猝
狄
の.

不
擴
大
方
針
が
採
用
さ
れ.

て
ゐ
た
し
、
上
海
戰
に.

移
っ
て
も
、
上
海
の
陷
落.

•.

南
京
の
占
領

•

徐
洲
戰
へ
.の
戰
線
が
擴
大
さ
れ

て
行
っ
た
に
^
枸
ら.
ず
、
そ
の
長
期
化
を
豫
想
し
な
か
っ
た
。
m ,
爭
の.
長
期
化
が
的
確
の
把
握
さ
れ
た
の
は
：
武
漢
三
鎭
玫
略
以
後
の

し
と
か
あ
る
。
こ
、
で

.

長
期
戰

•

長
期
建
設.

な
る
言
葉
が
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。.

こ
、.

に
お.

い
て
’戰
爭
に
お
け
る
領
域
の
觀
念

が
、
朋
瞭
な
姿
を
ネ
9
て
登
場-
し
て
來
た
。

• 

;

..
從
っ
て
、
統
制
經
濟
政
策
の
樣
相
も
•
さ
ぅ
い
ふ
戰
爭
狀
態
の..
認
識
に
順
應
し
て
ゐ
た
と
い
っ
て
ょ
，い
で
あ
ら
ぅ
.0
こ
の
方
面
に
お 

い
て
は
、
事
態
は
一
|

|
;

1

が
I

麗
は
擴
大
し
、
消
耗
は
進
行
し
i

i

ち
ず
、.
統
制
は
.進
行
し
て
ゐ
な 

•
い
。
勿
論
事
變
費
が
意
外
の
.多
額
に
登
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
た
の
で
重
が.
、
こ
れ
に
對
應
し.
て
金
面
的
な
旧
制
政
策
の
確
立
は
、

進
行
し
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
■戰
時
統
制
經
濟
政
策
の
，形
態
は
、
決
し
.て
度
は
ず
れ
の
遲
々
た
る
進
行
を
示
し
た
の
で

1. 

•

.
は
K
O
事
變
が
進
行
し.
て
初
秋
に
入
る
と
、
臨
時_

會
を
開
催
し
て.
、
戰
時
經
濟
法
規
ぞ
提
出
し
て
可
決
さ
れ
て
ゐ
る
。

'  

• 

.

渐
渦
，

統
制
邾
濟
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.

戰_

の
念
文
應
ず
る
た
め
に
は
、「

米
穀
の.
應
會
措
に
關
す
る
法
律
”「

臨
時
馬
の

^ ,

動
制
限
に
關
す
る
法
律」

r

臨
時
船
舶
管
理
法」 

「

5

H

業
贅
法
の
適
用
に
關
す
名
法
律」

な
ど

f

、T

馨
鑛
物
增
康
法」

「

石
- #

資

源

麗

法」
「

工
作
機
械
製
造_

法」
「

航 

葛

造

事

業

法

」

な
ど
の
生
襲
働

f

ど
が
あ
っ
た
が
、
是
も
重
要
な
も
の
は
、
.

「

臨
時
資
金
調
整
法」

で
f

、「

輸
出
入
品
等
臨 

時
靈
に
關
す
る
法
律」

S

麗
替
管
理
法
：

H
-

改
I
,

で
あ
っ
衣
ら
ぅ
。
而
し
て
、
昭
和
十
四
年
四
月
の「

讓

總

動

員」

の
發
布
に 

.

ょ
っ
て
、
戰
時
經
濟Q

原
型
的
法
律
は
、
殆
ど
出
揃
っ
た
と
い
つ
て
蒙
な
か
っ
た
で
あ
I

。

"s
r

の
藏
相
賀
屋
R
宣

氏

は
•&
れ
ら
の
政
策
を
說
明
し
て
、
，次
の
や
ぅ
に
ハ
つ
て
-b
る
。

‘

 

.

•

 

•
、

-

‘

：「

政

府

は•

こ
れ
ら
の
方
策
の
第
一
歩
と
し
：て
、
臨
時
議
會
に
臨
時
資
金
調
整
法
、
輸
出
入
品
等
に
關
す
る
臨
時
措
置
に
關
す
る
法 

.

律
を
は
じ
め
：
各
種
の
齡
峙
經
濟
立
璧
び
に
必
要
^
る
豫
算
案
を
提
出
協
賛
を
經
た
の
で
あ
る
が
、
實
行
に
當
つ
て
は-
國
段
3 

理
解
と
協
力
を
待
た
ず•
し
て
、
そ
の
効
娘
を
擧
げ
る
こ
上
は
西
難
で
1
C
從
っ
て
私
が
と
こ
ろ
{

で

指

摘

し

た

姐

く

'

所

謂

統

 

制
を
S

に.
際
し
て
も
出
き
得
る
限
力
、
民
間
の
自
盘
調
整
を
以
て
、
所
期
の
目
的
を
键
し.
た

い

と

考

へ

て

ゐ

る

。

今

後

と

.雖
も

 

$
時
の
進
展
に
伴
ひ
財
政
經
濟
の
上
に
お
い
て
施
設
改
革
す
べ
き
名
の
あ
る
は
免
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
^
と
し
て
は
飽 

.
迄
，豐

謝

君

の

货

ヵ

を

得

て

、

必

要

な

る

方

面

に

對

す

る

.
施

設

、

改

岸

他

之

を

勇

敢

：に

斷

行

す

.
る
と
同
時
に
所
謂「

改
革
の
た
；

Q
'

の 

•  

'改
尊」

、
#
局

に

藉
-0
'
し
て
下
サ
ク
サ
紛
れ
に
、
不
要
な
«--
-革
を
行
ふ
や
ぅ
^
で
と
は
、；
斷
じ
て
避
け
た
い
と
萼
ヽ
て
ゐ
る
o
財

界
^

..
般
に
藥
し_
て.
:.
.̂
.

時
局
に.
必.
要
な
亂
整
は
，..
れ̂.
を
行.
ふ..
け
れ
-̂..
も
、....#-
ら.
に.
急.
激
.̂

る.
#
革
を
斷
行
す
；る.
と
と
は
、
却
0
て
.

產'業
.
 

の
基
8
免

;̂
肩
し.
て
、：..
財
^
^
混

亂
:̂-,

導
き
、,
時
局
に.
ぉ

：い

て-;
擎.
の
戰_

ヵ
を
婊
殺
し.
て

戰

-.
^
遂

节

：の
目
的
を

.
達
す
る
と
と
.が
执

來
な
い
と
信̂

る
ゲ
耍
す
る
に
私
は
茈
支
履
み
、
中
を
執
つ
ズ
，：出
來
る
だ
け
時
局
の.

財
政
經
濟
の

.

圓
馉
な
る
運
行
を
は
か

'

り
、
銃 

後
の
守
り
を
堅
く
し
て
氍
爭

.

の
成
课
を
收
.»

た
い
所
存
で
あ
る

0」
(

銃
後
の
財
政
經
濟)

.

.

..

こ.
の
賀
屋
氏
の
言
ひ
分
は
、.
ま
と.
：と
に
銃
後
の
財
政
紙
濟
觀
で
あ
る
。
そ
れ.
は
、
決
し
.’て
っ
第
一
線
か
ら
錄
後
を
綜
合
統
一
し
た
總 

ヵ
戰
體
制
に
お
け
る
經
濟
觀.
で
は
な
い
。
‘從
つ
て
'、'.
經
濟
體
制
の
構
造
柄
變
化
を
考
案
も
ぜ
ず
，
問
題
と
^
せ
ず
、.
た

ド「
國
民
の
心

鞲J
，.

を
問
題
に
し
て.
、.國民

！！
#
:

總
動
員
運
動
と
同

 

一
ロ_

を
も
つ
て
‘
國
民
を
指
導
し
よ
ぅ
と
し
た
こ
と
は
、
事
變
直
後
の
當
局
背

，•

•

•

-.

:
 

■ 

.'•
•
•
•
*
•

 

. 

•
 

■

と
し
て
は
、.•
常
然
の
こ
ど
'で
^

つ
た
が
も
知
れ
な
い
。

'

\ 

,,

. 

. 

. 

.

消
費
節
約
に
つ
い
て
も
、
主
と
し
て
國
際
牧
支.

.

の
適
合
と
い
ふ
見
地

'

か
ら
、
國
產
品
へ
の
消
費
轉
換
に
よ

る「

選
擇
的
消
費
節
f t」 

を
1

一
大
國
民
運
動
に
よ
つ.

て
實
行
し
た
い
と
思
ふ.」

と

vy
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の.

一
，大

國

民
運
動
と
は
、
.
何
等
組
織
を
持
た
な

 

い
精
神
運
動
と
し
て.

の
--
i-

心
の
問
題」

で
あ
つ
た
こ
と
ば
、■

戰
時
經
濟
の
運
用
の
萬
，全
を
期
す
る
所
以
で
は
な
か
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。 

こ
ね
間
物
價
の
暴
騰
に
對
處
す
る
た
め
に
大
正
六
年
に
制
定
せ
ら

-

れ
た
藜
利
取
締
令
を
改
正
し
、(

八
月〕

更
に
十
月一

一.十
六
日
#
改
正 

を
行
つ
て
、
そ.

の
機
能
を
擴
大
し

-

物
慣
問
題
に
.對

處

し

セ

ゐ
る

P

-I
P

ち
金
屬
そ
の
他
原
料
機
械
器
具

•

石
油

•

ゴ.

ム
■•バ
ル
ブ
等
一
ー
十
六 

品
目
に
、
そ
の
取
締
對
象
を
擴
大
し
た

？
，
■:. 

■
.

•'
物
資
統
制
の
全
般.
的
に
採
用
せ
ら
れ
た
の
は
賀
屋
氏
に
代
つ
て
'
蔵
相
の
地
位
に
つ
い
た
池
田
成
#-
氏
の
と
含
で
あ
る
'0
池
田
藏
相

L 

. 

' 

:
•

は
•

商
工
物
資
調
整
の.
全
面
的
政
策
を
採
用
す
る
に
至
つ
たo

そ
れ
は
、
昭
和
十
三
年
一.
月

士

ハ

日

に

國

民

政

府

を

相

手

と

せ

：ず

と

.の

 

聲
明
以
來
の.
戰
線
摘
大
を
も
考
慮
に..
入
れ
て
ゐ
る
fc
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、-
物
資
薷
給
動
員
計
畫
で
あ
る
。
十
三
年
六
月
二
十 

新
體
制-W

紘
制
經
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セ
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四
六
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I
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1
a

I

I

I

I

#

I

j

I !
I

_
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新
體
制
；̂
祙
葛
濟
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‘ 

二

A

(

一
四
六
六)

三

日
の
黑
は
，.
こ
れ
を
決
定
し.
て
>

聲

明

書

の

：
形

態
’で
、
.こ
れ
を
發
表
し
て
‘

亂
民
の
協
力
を
求
t

と
こ
ろ
が
あ
つ
た
0
.
そ
の
聲 

明
書
全
1.
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
o.

「

支
那
事
變
は
徐
师
陷
落
に
ょ
り
戰
局
の
ニ
大
進
展
を
見
た
る.
も-
そ
の
前
途
は
.尙
遼
遠
な
り
、
第
三
國
の
支
援
を
恃
み
、.
長
期 

•
■抵
抗
を
標
榜
す
る
國
民
政
府Q
鱟
的
潰
滅
の
た
め.

兵
'力
は
讓
增
强
せ
ら
れ
、
今
や
證
有
史
以
來Q

大.
軍
は
、
讓

空

に

奮. 

.

m

を
重
ね
つ
X
あ
る
。
こ
の
秋
に
當
り
、.
義

施

設

，̂ 
く
作
戰
行
動
を
支
障
な
か
ら
し
め
、
以
て
帝
國
肌
期
の
目
的
を
達
戎
し
、
•衆 

•
洋
永
遠
の
平
和
を
確
立
せ
ん
た
め
に
は
、.
國
家
の
，凡
百
の
施
策
を
戰
爭
目
的
賞
徹
に
集
中
し
、
官
民
一
體
長
期
持
久
の
戰
時
態
勢
を 

..
確
立
し
、
以
て
時
局
に
.對
處
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ず
。. 

-

之
が
爲
め.
爵

の

纛

は

ノ
.
物
資
の
統
制
運
用
を
最
も
有
效
適
切
な
ら
し
む.
る
に
あ
り
‘、
即
ち
萬
難
を
棑
し
輸
出
の
振
興
、
生
筮 

の
增
加
、
配
給
翼

s

統
制h

關
す
る
政
策
の
決
定
强
化
を
圖
.る
の
要
、
f

緊

切

な

り

と

す

。
，
ミ

に

於
て
政
府
は
新
事
態
に
即 

.
應
し
、
軍
需
品
及
び
輸
出
原
料
充
f

優
先
と
す
る
物
資
給€
政
策
を
樹
て
、
こ
れ
銮
行
上
緊
要
と
認
む
る
下
記Q

諸
方
策
の 

徹

底

的

實

行

を

期

し

以

て

國

防

の

安

固

、
.
國

民

經

濟

の

維

持

を

圖
る
こ
と
に
決

せ

りo- 

■

.1

、
軍

電
資
材
の
供
給
確
保
、
輸
出
の
振
興
及
び
國
民
生
活
維
持
、
爲
替
挪
場
の
堅
持
の
爲
め
現
在
以
上
の
物
價
騰
貴
を
抑
制
す
る

に
必
要
な
：
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
基
準
價
格
、
公
定
價
格
の
設
定
等
の
外
、
消
費
節
約
及
び
配
餐
制
を
併
せ
强
化
し
、 

.
物
價
の
引
下
げ
を
行
ふ
と
と
。
• 

..

ニ 
ー
.-.
.
.
.
.
:--
*
餃
物
資
‘に
つ
き
極
カ
消
費
節
約
を
圖...る
こ.
と
*
特..に_

入
物
資.
に
就.
て.
呔
必.
要.
に..瞜
匕-.
:使

用

制

限

乃

至

禁

止

、
.....代

用

品

使

l

l

l

i

i

l

l

l

l

.

.

用
强
制
等
の
方
法
に
ょ
り
國
內
不
急
用
途
に
對
す
る
物
資
の
消
費
節
約
を
徹
底
强
化

.

す
る

.

こ
と
.。 

，

.

三
*
輸
出
增
進
の
爲
め
綜
合
計
遨
の
下■に
之.
が1

般
的
促
進
策
を
强
化
す
る
外
.

(

ィ.〕

製
品
の
輸
出
と
其
原
料
、.
材
料
の
輸
入
と
リ
ン
ク
せ
し
む
る
方
，法
に
ょ
り
輸
出
用
原
料•

材
料
の
輸
人
を
確
保
す
る
己
と
。

(

口.〕

輸
入
原
料
、'材
料
に
つ
き
之
を
國
內
消
費
用
と
輸
出
用
と
に
區
則
し
、
輸
出
用
原
料
、
材
料
の
國
內
消
費
鞾
用
を

g
^

的
に 

防
止
す
る
こ
と
.
.
タ

 

I

四
、
主
要
鞭
資
に
つ
き
輸
久
及
び
配
給
の
適.
正
圓
滑
を.
圖
る
た
，め
組
合
制
度
そ
の
他
の
機
構
を
完
備
す
る
こ
と
。

.

五
、
貯
蓄
の
嵆
及
徹
底
を
圖
る
こ
と
。 

-

.

.

.

.

六
、
官
民
ー
體
、
簡
素
な
る.
非
常
時
的
國
民
生
活
様
式
の
確
立.
に
努
む
る
と
と
？

七
、
、主

要

物

資

の

增

鹿

、

特

に

鑛

摩

の

.
增
加
に
'徹
底
的.
措
置
を
講
ず.
る
こ
と
。
..

'

■

八
、
軍
需
工
業
能
力
增
進
の
た
め
、
交
整
制
の
採
用
及
び
勞
務
者
の
急
速
充
足
に-
つ
き
必
要
な.
る
措
置
を
講
ず
る.J

U
.

と
o

:

九
、
廢
品
の
调
收
の
爲
め
從
來
の.
業

客

.
の

外

各

種

團

體

の.

協
力
を
求
め
其
の
組
織
化
を
圖
る
こ
と
o 

:
 

、

十
、
轉
業
及
び
之
に
伴
ふ
失
業
#
の
爲
め
必
要
な
る
對
策
を
講
ず
る•
こ
とo  

.
•
 

附

帶

蓽

項

，
ー

般

國

內

需

要

.
に

つ

：き

使

用

制

限

を

襁

化

す

べ

き

.
主.
な.
る

資

源

左!0
如

し
0-
:
.':
.

鋼

材

、s

>

淦V

白

金.
、

銅
',
黄

銅.
、

11
1
1鉛
、
鉛

，錫
广
ー
ー
ッ
ヶ
ル
ノ
ア
ン
予
モ
ン
ハ
ホ
砠
、
ア
ル
メ
一
一
 
ュi

ム
、
石
綿
、̂

花
、 

羊
兎
、
パ
ル
プ
、.
紙
、
麻
類
V
皮
革
、.
木
材
-.
重
油
、
挪
發
油
、
生
ゴ
ム
、
タ
ツ
'

一
 
ン
材
料
、
:n
業
鹽
、
ベ

ン
ゾ
ー
ル
、
ト
ル
オ
ー 

新
艘
制.W

澈
制
經
済.- 

ニ-

1九.

C
IS

六
七)

.



新
體
制
4
統
制
經
濟 

I

S

O

 

(
1:;拥

六
八)

.

■

ル
、
石
炭
酸
、
硝
酸
曹
達
？
加
里
、
燐

鑛

石..• 

.

.

と
の
聲
明
書q

發
表
以
來
、.
政
府
•
は.
.
綿
絲
ノ
皮
革
等
に
關
し.
て
、
.
最

高

價

格
•
基
準
價
格.
な
ど
を
制
定
し
て
ゐ
る
。
と
れ
は
、「

輸

出
入
品
等
に
關
す
る
臨
時
措
置
に
關
す
る
法
律」

に
，ょ
つ
て.
ゐ
、る
。
そ
の
■中
樞
调
題
は
價
格.
の
問
題
で
な
る
が
、
大
正
六
年
に
制
定
せ

• 

. 

• 

' 

. 

. 

. 

■ 

.

. 

•

ら
れ
た
。
暴
利
诹
締
令(

農
商
務
省
令)

が
、
眼
和
十〗

I

年

八

月

改

正

せ

ら

れ

、

觅

祀

十

月

：一

.1

十
六
日
にe

改
正
せ
ら
れ
た
。
改
正
以
前

-

の.
も
の
は
‘
米
以
卞
八
種
品
目
の
商
品
に
適
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、-
改
正
後
に
お
い
て
林
、
金
屬
及
び
そ
の
原
料
•
機

械

器

具

•
石

汕
*
ゴ
ム
*
パ
ル
ブ
等
ニ
十
六
品
目
に
つ
‘い
て
適
用
せ
ら
れ.
る
。
こ.
の
た
め
に
基_

價
梢
が
及
表
せ
ち
れ
、
4

た
は
公
定
價
格
•
最
高
價

格
が
制
定
せ
ら
る
、
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
賦
に
述
べ.
た
ご
と
く
で
あ
る
。

資
源
の
國
內
使
用
に
の
い
て
、.
制
限
の
强
化
せ
ら
る
ベ
き
品
&
は
、
聲
明
書
跗
帶
事
項
と
し
て
記
載
さ
れ
て
：.ゐ
る
が
、
こ
の
聲
明
#
.

以
前
に
お
い
て
、
需
給
の
統
制
を
受
け
て
ゐ
る
も
の
^
、
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
鐵
鋼
工
作
物
築
造
許
可
規
則
.(

昭
和
十
二
年
十

•

.
月
十
一
日
公
布
一
一
十
日
施
行

〕

鐧

侦

用

制

限

規

則

(

眧
和.
十
ー
一
年
十
一
月
六
日
公

.
布
施
行)

泊
金
使
用
制
限
規
則c

昭
和
十
一
一
年
士
一
月

1

一

十

八

日

公
布
十
三
年
一
月

」

n

施

行)

#

#
用
g
MI
J
ハ
昭
和
十
一
一
年
十
一
一
月

.
一.
一
十
八
日
公
布
施
行

)

ス

テ

ー

ブ

ル
•

フ
ァ
ィ
バ
.
ァ
等
混

•

用
規
則(

昭
和
十
二
年
十
月
十
--
*
日

公

布

十

一

月

一

日

.
施

行>
で
あ
％

な
ほ
配
給
に
切
符
制
庶
を
採
用
し
ズ
ゐ
る
も
の
に
生
ゴ
ム(，

昭

,,

和

士

ー

苹

十

ニ

月

一

日

ょ

り

實

行

〕

葉

絲(

昭
和
十
三
年
三
月
一
日
施
行)

鋼
材.(

五
■月.
十
五
日
^
ソ>

 
ン(

五
月1

0〕

が
あ
る
。

‘
物
價
問
題.
は
、
吏.
に
進
展
し
た
。
こ
れ
に
對
應
す
る
、た
め
に
*
'*-
央
物
慣
委
員
會
は
:>
照

和

十

四

年

四

月

ニ

十

七

日

■̂
物

憤

統

制

の

. 

• 

'

•

.

•

.

.

一

 

•

•

•

•

•

*

•

•
デ

.

.

.

.

大
辟」

を
發
表
し
*

物
俱
公
定
主
義
の
原
則
を
明
か
に
し
た
。
そ
れ
は
* 

.戰
時
適
正
慣
格
を
定
め
る
こ
と
を
も
つ
て
目
的
と
し
た
o

如

.一.

.
.
.
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•
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.

.

.

.

.

.
-

;■
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w

に
し
て
1
1-
:

瞭
適
正
飯
糌
を
靶
定
ず
飞
か
ば-

炙
の
ぞ
ぅ-
に
;:
1
^
は
れ_
て
ゐ
る
デ.
.
.
 

.

.
、
.

.

.

.T
C

〕

戰
時
適.
：止

價

格

の

決

走

に

付

.
て
は
、
原
價
計
算
に
依
る
を
原
則
と
じ
、
：其.
の
計
算
方
法
並
‘に
運
用
手
續
を
定
む
る
こ
と
。
.

而
し
て
各
物
資
の
價
格
の
公
定
に
付
て
は
、
原
材
料
*
賃
金
•
運
金
利
潤
等
價
格
構
成
の
各
要
素
每
に
戰
時
下
に
於
て
適
正
と
す
べ.

.

.
き
原
價
計
算
を
■行
；

i
、

所
期
の
物
惯
基
準
に
照
應
せ
し
む
石
こ
と
。
此
の
場
合
に
於
て
、.
機
械
的
原
價
計
算
主
義
に
依
る
と
き
は
•

‘ 

'
或
は
物
價
を
高
價
に
齎
す
の
傾
向
あ
る
べ
含
を.

以
て
、
同
時.

に
之
に
達
觀
的
檢
討
を
加
へ
、
且
つ
物
價
相
互
間
の
均
衡
を
考
慮
し
、

、
 

.

■
戰
時
物
價
战
嗽
の
維
持
に
努
む
る
こ
と
。

.

(

■

ニ〕

原
價
計
弊
に
當
り
て
は
、
中
庸
生
齑
費
主
義
を
も
づ.

て
、：

.

原
則
と
す
る
も

*
;

特
殊
の.

場
<
!

ロ
に
於
て
は
、
適
當
な
る
調
整
を
加

. 

.

.

.

.

.

.

.
 

..
 

*

.
ふ
る.
こ
と
。 

:

.(

三〕

價
格
公
定
後
に
於
て
、
原
價
に
あ
る
程
度
を
超
ゆ
る
變
化
を
生
じ
た
る
場
合.
に
は.

一

定
の
準
則
に
蓝
き
、
其
の
公
定
價
格.

*
を
改̂

す
る
こ
と
。 

•

(

四)

.
價
格
の
公
定
は
原
則
と
し
て
、
生
齑
乃
至
輸
入
者
よ
り
最
終
消
費
者
に
至
る
迄
の
各
段
階
に
於
け
る
價
格
に
付
之
を
行
ふ
こ

(

五.)

，
公
定
價
格
は
，
最
高
價
格
と
す
る

。」

• 

• 

•

中

央

物

惯

褰

員

會

は

、

中

席

生

產

費

、
壬

_

に
ょ
つ
て
、
價
格
の
公
定
を
急
ぎ.

つ
、
ぁ
っ
た
が
、
物
價
の
騰
勢
は
、
統
制
債
格
生
康
物 

の
範
圍
外
に
お
い
て
現
は
れ
：、
ま
た

V-
S.

ム
定
價
格
品
に.

つ
い
て
も

.,

品
不
足
等
の
原
因
に
ょ
つ

•

て
、
闇
取
引
が
行
は
れ
る
に
至
つ
た
。
そ

_

新
髀

f

絞
制
鸫
濟 

.

.*

.
1
5
 

a

四

六

ち
.
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こ
で.
：
政
府
で
は
、
昭
和
十
四
年
九
月
十
八.
日
を
期
H

「

物
價
等
：

一

般
停
止
令」

を
發
布
し-

觀
品
慣
格
•
賃
銀
•
地
代
•
家
賃
•勤
發 

の
獎
價
の
全
般
に.
一
耳
つ.
て
:.
九
月
十
八
•
日.
現
在
の
價
格
に
釘
付
を
行
ふ
に.
至
つ
て
ゐ
るO

こ
の.
以
後
に
知
い
て
、
物
價
不
足
の
趨
勢
ば 

ま
す
ま
す
拍
車
が
方
へ.
ら

れ

生
.
活
物
資
の
不
足
は
、.
闇
取
引
9
橫
行
-5
:
招
來
す
る.
に
‘至
っ
て
ゐ
る
。
重
證
活
物
資
に
關
す
る
切
符 

制
の
實
施
せ
ら
れ
始
め
た
の
は.

昭
和
十
五
年
初
頭
か
ら
p

f

、
讓

品

Q

生

窘

抑

制

し

、
そ
Q
_

力
を
必
鬆
資
に
振
り
向 

け
る
た
め
に
、
奔
侈
品
等
製
造
販
賣
制
限
令
が
、
七
月
十
日
に
發
布.
せ
ら
れ
た
。
統
制
は
、
生
®
部
面
か
ら
消
費
部
面
に
ま
で
及
ん
だ

.

の
で
あ
る
。

.

•
經
濟
新
體
制
問
題
の
登
場
す
る
ま
で
の
經
過
は
へ
大
體
に
お.
い
；て
、
以
上
'の.
ご
と
く
で
あ
る
0 

•

六
わ
が
戰
時
絲
制
經
濟
政
策
の
性
格 

.

わ
が
國
に
お
け
る
戰
時
銃
制
經
濟
政
策
は
、
多
く
應
急
的
簪
を
持
ク
も

.

の
で
あ
る
。
こ

0 *

こ
と
は
、
事
變
が
比
較
的
早
く
來
た
こ 

と
に
ょ
つ
て
ゐ
る
凌
も
に
、
馨

經

濟

の
特
質
に
も
ょ
つ
て
ゐ
るo

.
卽
ち.

「

產

業

贅

は

、
之
を
計
畫
的
に
實
行
す
る

こ

と

は

.
、
容 

晶
で
な
，$-

と
ぃ
ふ

6

は
、

1

の
前
提
條
件
に
不
明
な
る
も
の
が
多
く
、
從
つ
て.

妾
必
要
な
統
計
が

i

け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ 

と
に
そ
れ
は
一
般
に
互
額
の
經
費
；̂
必
要
と
す
/る
と
同
時
に
一

‘

つ
の
事
項
の
實
行
は
.
他
の
事
項
に
お
け
る
不
生
產
的
結
果
を
齎
ち
す 

か
ら
で
あ
る
。」

(

ポ
ッ
ソ 

ー一t)

と
の
■.言
葉
は
1
わ
が
事
變
當
初
の
狀
態
に
完
全
に
當
て.

.

は
ま
る
の
を
る

0.

從

つ

て
.,

急
を
要
す
.る
瑰
象
に
對
處
ず
る
こ
と
に
多
,i t

で
あ
つ
た
の
，

.國
際
收
支
の
適
t

物
資
需
給
の
調
整
•
生
產
力
擴
充
と
い 

ふ
一
聯
の
政
j

が
探
用
さ
れ
た
.の
で
あ
.る
が
.、
.そ
れ
ばr

物
資
の
供
铪
忙
そ
の
箪
點
が
置
か
れ
、て
.
か
る
し
、
そ
れ
を
生
查
P
構
造
的
部

面
に
立
ち
入
る
て.

、.

そ
の
部
面
か
ら
■
の
生
產
6 '

構
造
變
化
そ
通
じ.

v
* l

そ.
.

れ
を
獷
大
じ
- ]
:

ヶ
と
い
：ふ.

の
で
，
は

な

.

.

い
。
生
產
ガ
擴
太
.の
ガ 

式
は

.

ま
づ
第一

に
生

*

に
對
す
る
外
的
刺
戟
を
加
へ
る
こ
と
に
集
中
さ
れ
て
ゐ

’
1

。.

即
ち
軍
需
關
係
生
產
に
對
し
て
、
獎
勵
金
交
付 

税.

：相

公

課
.

の
減
免
等
の
特
權
を
輿
ぺ
石
と
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
か
か
る生

！
！

業
に
對
し
て.

、
資
金.

の
集
中
が
容
易
化
さ
.れ
る
や
ぅ 

に

、

臨

時

資

金

調

盤

法

を

適

用

し

た

。

.ノ

 

\

 

.

.

•
第
三
に
は
、
需
要
側
の
抑
制
に
よ
つ
て
、
軍
需
坐
策
部
門
へ
で
原
料
の
流
入
を
落
奴
に
し
た
。
金
屬
に
關
す
る
使
用
制
限
の
諸
法
規 

の
制
定
*
代
用
品
使
用
に
關
す
，る
命
令
規
走
は
-,

\
そ
れ
；で
あ
る
,°
:.

第
四
に
は
、
需
要
激
增
に
よ
る
物
價
騰
貴
に
對
處
す
る
た
；®.
に
、
價
格
制
限
令
の
發
布
で.
あ.
る
。
そ
れ
は
、
暴
利
取
締
令
の
强
化
か 

.
ら
九
•
一
，
八

價

格

等

停

止

令

に

い

た

.
る
ま
で
の
諸
政
策
で•'あ
る
。 

.
‘.••

こ
れ
ち
め
政
策
の
意
義
は
、
需
要
激
墦
價
格
臌
貴
に
よ
る
需
給
を.
調
藤
し
‘、
ィ
ン
フ
レ
I
シ*

ン
的
作
用
.を

抑

制

す

石

.
こ
と
を
目
的 

•
と
し
た
も.
め
，で
あ
つ
た
。
前
揭
贺
屋
一
兀
藏
相
の
言
葉
の
や
ぅ
に
、
何
等
經
濟
生
活
に
對
す
る
■構
造
的
變
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な 

い

.0
そ
れ
に-
何

處

ま

で

も

現

在

ま

で

，
の

_
资
本
主
義
機
權
の
极
柢
に.
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
のr

部
の
機
能
に
對
し
て
も
、
觸
れ
な
い
こ 

.̂
を
前
提
と
し..
て
ゐ
る
も
の
‘で.
あ
る
0 .
.
.
.
 

»

■'.
.
要
す
る
に
、.
こ
れ
ら
の
應
急
的
措
置
は
、
.經
濟
活
働
の
外
廊
的
刺
戟
ま
た
は
取
締
の
强
化
で
あ.
つ
，て
、
そ
の
內
部
に
立
ち
入
つ
た
も

の
で
'垃
な
い
.°.
1
種
の
外
枠
を
作
る.
こ
と
に
よ
つ.
て
、銃
制
を
實
行
し
よ
ぅ
と
し
於
も
の
で
あ
る
®
而
し
て.
.
そ.
の

外

枠

も

.
-
現

行

經

濟

機

構

：
の

周

邊

に

繞

ら

さ

れ

，
た

も

の

：

で
.：

あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の.
外
# .
の.
範
圍
を
逸
脫
す
る
こ
と
は
讯
來
な.
い
が
、
と
の
枠
の
範
圍
內
に
お

• 

•

.

.r r

體
制 w

 

練
制
經
濟
.

'

一

三

三
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l
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.

新
體
制W

就

制

餘

濟
.

.

 

二

三

四

(

一.

四
七•

ニ〕

; 

,

い
て
は
、
寧
ろ
從
來
澉
の
精
神
と
機
權
に
お
い
て
'
經
濟
の
運
營
に
’行
は.
れ
た
の.
で
あ
る
。
，

；

.
昭
和
十
四
年
に
至
っ
て-
';.
採
用
さ
れ
た
價
格
公
‘定
主
義
に
し.
ろ
、
そ
ル
範
圍
を
逸
脫
し
て
ゐ
な
い
。
た
气
こ
の
政
策
は
、
資
本
主 

義
經
濟
0.
中
樞
的
耍
素
と
し
て
の
價
格
を
問
題
と
し.
て
ゐ
る.
だ
け
に
>
资
本
主
義
の
本
陣
附
近
に
ま
で
射
程
を
延
ば
さ
れ
た
觀
が
あ
る
0. 

何
^
な
れ
ば
、
.
現

象

的’に
み
る
な
ら
ば
、：

.資
本
主
義
經
濟
機
構
の
運
營
ば"

價
格
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
0.
と
•の
こ
と
は
>. 

自
由
的
资
本
主
義
に
あ
っ
て
も
、.
獨
占
的
資
本
主
義
•に
あ
っ
て
も
、
變
る.
こ
と.
が
な
い
。
"市

場

經

濟は
、
價
格
の
需
要
と
供
給
と
に
ょ

V 

• 
• 

• 

# 

.,

る
自
動
的
調
盤
を
中
心.
と
し
ズ
動
い.
て
ゐ
る
の
で「

あ
る
，か
ら
、
と
れ
に
一
指
を
染
め
る
こ
と
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

「

物
價
銃
制
の
大
綱」

.
は
、
中•庸
生
產
費
主
義
に
ょ
る
價
格
の
公
定
^ .
標
的
と
し
た
の.
で
あ
る.
。
こ
、.
で
は
、
原
材
料
費
•
賃
金
•
運 

賃
*
利
潤
等
の
價
格
形
成
の
要
素
が
含
免
れ
る
ヒ.
と
，
.
に
太
っ
て
ゐ
る
° '
こ
の.
點
に
っ
い
て
、
厳
密
に
い
ふ
な
ら
ば
、
笠
信
太
郞
氐
が
、
そ 

の「

日
本
經
濟
の
稗
編
成」

の
沖
で
指
摘
し
て
ゐ

る

や

ぅ

に

、
.
徵

格«
成
の
要
素
と
し.
、て
：
.
は
、
賃
銀
•
地
代
•
利

潤
を
擧
げ
る
こ
.と
が
適
切

で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
と
に
か
く
と
し.
て
、「

物
價
統
制.
の
大
綱J

に
お
い
て
の
利
潤
問
題
の
取
扱
ひ
方
は
、
.次
の
や
ぅ
な
も
の
で
あ

- 

.

.

.

.

•

 

.

る
。「

戰
時
適.
正
物
價
形
成
上
必
要
と
す
る
利
潤
對
策
の
主
眼
目
は
、
必
ず
し
も
、
各
侧
の
企
桊
經
營
の
利
潤
率
其
の
も
の
を
、
腹
接
制 

限
す
る
の
趣
旨
に
非
ず
し
て
、
利
潤
が
價
格
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
商
品
價
格
中
に
含
ま
る
、
利
潤
の
適
正
低
下
を
期
す
■る
に 

,

在
り
。

，.

. ■ 

\ 

.

.

, -
.'
•

V ..
 
.

'
 

C  .1
〕

，
咖
.
值
某
の
他̂

公
定
に
付
て
は
、
失K

#■
■
該
商
w'
nn
值
格
中•
に
含
ま
る
、
生

M
者.

配
給
者
等
の
利
潤
に
付、：
各
種
の
業
態
に

.
適
應
せ
、る

戰

時

適

正

檩

準

を

茫

め

之

に

準

據

す

る

.
■こ
と
。.
 

:
 

a

一〕

右
利
潤
の
算
定
標
準
に
付
て
は
、.
物
韻
並
に
#
金
の
檩
準
に
孤
應
す
る
と
共
に
、
戰

時

特

辣

の

危_ 

•
減
憤
銷
却
攀
に
付 

合
理
的
考
慮
を
も
强
ゐ
る
こ
と
。」

.

ノ 

こ
ル
に
ょ
れ
ば
、
各
箇
企
業
の
利
潤
率
を
直
接
制
限
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
単
に
利
潤
の
適
正
低
下
を
計
る
に
あ
る
。
■如
何
に 

し
て
、
戰
時
適_
茈
利
渦
を
決
定.
す
る
か
の
點
に
つ
い
で
は
*
単
に
物
價
•
賃
金
の
標
準
に
照
應
ず
る
と
い.
ひ
、
戰

時

危

險

率

•
減

價

銷

却 

を
擧
げ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
fl
j
if
l
率
の
正
確
な
適
正
化
•
低
下
を
行
ふ
こ
と
は
出
来
.な
い
で
あ 

ら
ぅ
。
そ
こ
に
は
、
單
に
過
正
化
と
い
ふ
觀
念
と
低
下
と
い
ふ
漠
然.
た
る
方
式
が
存
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
利
潤
率
の
規
制.
を
*
こ
の 

.方
式
を
も
つ
て
*
行

ふ

場

合

に

は

、
合

理

的

結

艰

钇

生

み

出

す

こ

と

，は

出

來

!̂
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ

の
危
險
を
避
け
る
た
め
に 

は
1
ょ
り 
一
f
の
合
理.
的
方
法
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら.
ぬ
。
そ
れ
に
は
、
し
ば
し
ば
い
は
れ
る.
や
ぅ
に
、
_

の
經
理
の
内
容
に
立 

ち
人
つ
て
、
原
價
計
箅
を
蕋
準.
と
し
た
利
潤
算
定.
の
方
祛
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ち
ぬ
で
あ.
ら
ぅ
。
陸
軍
省
發
表
の
利
潤
制
限
の
內. 

客
は
、
そ
の
极
據
を
、
こ
ム
に
置
い.
て
ゐ
る
0.
で
あ
る
。
こ
の
程
度
に
達
す
る
と
、
ぞ
ル
は
最
早
企
業
の
外
枠
的
規
制
で
は
な
く
、
そ 

-

の
內
容
の
問
題
に
立
ち
到
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
今
後
の
問
題
が
あ
る
。
外
枠
的
統
制
か
ら
內
'■
#
的
統
制
へ
の
推
移
で
あ
る
。

、
第
二
に
、
從
來
の
統
制
の
仕
方
に
お
い
て
の
特
徵
が
あ
る
。.
そ
れ
は
、
法
的
統
制
で
あ
る
こ
と
だ
。
凡
そ
、
國
家
の
統
制
杖
、
法
的

で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、.
こ
k
に.
い
ふ
法
的
銃
制
と
は
、
銃
制
に
關
す
る
法
を
發
令
す
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ

れ

に

關

す

る

被•

. 

. 

. 

. 

•

—

統
制
者
側
の
協
カ
の
殆
ど
な
い
こ
と.
を
意
味
し
て
ゐ..
る
。.
統
制
官
廳
で
あ
る
商.
エ
#
は
、
統
制
に
關
す
る
法
規
•
命

令

•
通

達

の

類

を

無
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新
體
制w

統
制
經
濟 

• 

\ 

.

1
三

；}

ハ
.

(4

•
四
■七
四〕

數
に
出
し
r.
ゐ
る
ヽ
し
力
る
に.
そ
れ
の.
‘實.
現

は

極

端.
に
.い

へ

.^
、
經
濟
警
察
■だ
け
の
：仕
察
で
あ
るo

物
價
委
員
會
は
•

公
定
慎
格 

を
制
定
す
る.
だ
け
で
あ
つ
，て•

そ
れ
に
市
場
に.
お
け
る
霞
は
、
.經
濟
警
察
の
活
動
に
任
せ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
、
そ
こ.
に
は.
何
等
皮 

統

制

潇

J

志
も
な
け
れ
ば
、
協

ヵ

委

い

。
勿
論
一
物
價
委.

f
な

ぎ

は

、
多
く
の
業
者
が
參
加
し
て
ゐ
た
で
I

う
。
し
か 

し
そ
れ
が
公
^

實

現

の

た

め

の

組

織

を

持

.つ

て

ゐ

j

い
た
め
に
、
：業
者
側
に
お
い
て
、
そ
れ
の
實
現
を
期
す
る
こ
と
は
、
殆
ど 

不
可
能
の
有
樣
で
あ
つ
た
.0•
法
律.
の
み.
の
铳
制
は
‘
當
然
そ
こ
に
行
か
ざ
る
を
得
>3:
ひo

 .

落H

衡

な

志

は.
當
局
の
敍
制
に
協
力
せ
し
め
る
た
か
に
、
物
資
露
協
議
會
の
：や
ろ
な
薬
#-
組
合
の
‘組
織
を
促
進
し
て
ゐ
る
。
• 

こ
の
業
者
の
：組
合
組
織
は
、
極
め
て
有
効
で
意
が
、
そ
れ
が
一
服
有
効
に
活
動
す
る
た
め
に
は.
統
制
の
決
定
に
參
加
し
、
と
れ
を 

實
現
す
る
强
カ
產
限Q

..

一.
部
を
響
し
な
け
れ
ば
な
ら
？

と
だ
。
か.
か
る
强
ヵ
な
組
合
票
す
る
X

統
制
に
對
十
る
刺
力
な 

協

)^
が

證

す

る

§

1
,

.
現
在.
で
は
、.
そQ
農

緩

け

y
t
。.
そ
I

は
、
單
に
上
か
ら
S

廳
的
I

Q
み
が
存
す
る 

た
け
だ
そ
れ
は
純
然
た
る」

方

的

親

沏

る

。
上
意
下
達
‘も
、

法

.#
の

持

つ

力

だ

け

で

實

行

し

ょ

う

と

い

ふ

の

で

あ
る
か
ら
1 

不
充
分
で
倉
し
、
聽

H

關
す
旱
意
上
達
の
ご
と
I

、
何
等
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
5

換
れ
ば
、
產

は

、
常
I

制
す
る 

名

ダ

業

者

は

名

に

統

.f
l
せ
ち
る
X
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て-
業
，者
は
、
如
何
に
し
て
統
制
か
ら
免
る
べ
き
か
の
み
を
考
へ
、
官
僚 

は
業
者
を
取
益
の
み
を
追
究
す
る
へ
徒
と
し
て
、
統
制
の
枠
入
に
抑
し
入
れ
ょ
う
と
す
る
。
兩
者
の
間
£

立
は
あ
つ
て
も-
何
等
の 

掘
カ
互
讓
め.

精

神

が

な

い

：。

：

 

て.

.
.

.

V

か.
か

る

缺

點

：
は,:
>

ー
 

般
國
民
|
對
す
る
捎
費
節
約.
運
動
ま
た
は
淌
費
規
正
方
法
に
つ.
い
て
も
存
在
す
る
。
例
へ
ば
、：
木
炭
：な

ど

忙

關
.

• ■•••
••

■
 

. 

. 

, 

.

-

 

.

.

.

.

.

.

.

 
»

 

‘

 

.

.

.

寸

る
配

給
紐

織
を

梂
用
し
及
が
ら
ノ
そ
れ
の
機
關
も
作
ら
冲
、
ま
た
は
配
給
量
さ
ベ
も
確
立
し
得
な
い
や
ラ
な
狀
i .̂
に
置
き
な
が
ら
- 

.
常

忙

國

民

を

寶

溜

者

极

ひ

に

す

る

や

ぅ

な

態

度

は
-

■
ま

す

ま

す

銥

制

に

對

す

る

國

民

の
協
カ
を
縮
減

せ
し

め
る
に

至
る

も
の

で
あ
る
。

七
6
七
禁
止
令
に
伴
ふ
高
級
品
ま
た
は
奢
侈
品
の
’製
造
販
賣.
の
命
令.
が
出
て
ゐ.
な
が
ち
、
。
そ
れ
に
協
力
す
る
意
味
に
お
い
て
、
民
間
團 

體
の
活
動
^
使
用
禁
止
運
動
の
形
態
に
お
い
て
、
行
枝
し
め
る
や
ぅ
な
こ
と
は
、
た
と
へ
、
.

そQ
.

動
機
に
お
い
て
純
眞
な
も
の
が
あ
り
と 

し
て
も
、.一

方
に
お
い
て
、
.法
的
越
權
で
も
あ
り
、.
他
方
に
お
'い
て
、
個
人
生
活
に
干
涉
と
し
て
個
人
の
反
感
を
禳
生
す
る
以
外C

多 

'<
の

効

搌

が

あ

り

得

な

い

。

も

し

七

*
七
禁
止
令
が
、
使
用
禁
止
に
ま.
で
擴
大
せ
ら
る
、
な
ら
ば
、
寧
ろ
法
的
禁
止
'令
を
追
加
す
る
こ-

と
が
賢
明
で
あ.
る
。
こ
の
凝
合
に
は
、七
•
七
禁
止
令
に.
つ
い
て
の
協
力
者
が
あ
り
な
が
ら
、.
そ.
の
協
力
の
當
を
得
な
い
た
め
に
、
暗
默

• 

•
 

»

裡
に
お
け
る
反
感
が
釀
生
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
統
制
の-
協
カ
を
將
來
に
期
す
る
上
に
お
い
て.
、決
じ
て
樂
觀
的
材
料
に
は
な
ら
な
い.
0 

こ
れ
は
寧
ろ
協
カ
組
織
を
服
織
す
や
き
で
あ
ら
ぅ
。

七
政
策
の
効
果
と
限
界

 

わ.
た
く
し
は
、
こ
れ
ま
で
の
淑
制
に
關
す
る
不
利
益
な
^
>
擧
け
て
來
た
が
、
こ
の
新
制
の
無
効
搌
を
主
張
し
よ
ぅ
と
い
ふ
の
で
、は 

な
い
。
か
か
る
統
制
の
：

H

方——

こ
れ
は
官
僚
的
統
制
と
も
よ
ば
る
べ
き
も
の
だ
I

と
い
へ
ど
も-
銃
制
の
な
い
に
は
優
ハ
て
ゐ
る

も
の
で
も
あ
る
し
“
ま
た
あ
る
程
度
ま
て
の
効.
果
を
擧
げ
て
來
た
の
で
あ
る
。

. 

•

-
 

,

こ
の
統
制
に
よ
つ
て
、
軍
勝
關
係
事
業
の
發
展
に
拍
車
の
加
へ
ら
れ
た
事
實
を
否
定
し
得
な
い
。
從
來
主
と
：し
て
、
輕
エ
業
を
中
1> 

と
し
て
ゐ
た
わ
が
經
濟
に
對
'b
て
、.
箪
工
業
の
地
位
を
增
大
せ
し
め
た
の
は
：
.
巨

大

^

事

變

费

の

放

出

に

よ
る
こ

と

は

勿

論

であ
る
が
、 

新
體.
制r

•
統

制

經

濟

r:
l一

七

r
】

四
七
五

〕
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(

一
四
七
六)

V

れ
に
對
し
て
外
的
獎
猶•

：

特
權
等
を
與
ベ
.た
の.
は
.、
現
在
の
統
制
の
効
取
で
あ
る
0
:
さ
5.
.い
ふ
意
味
に
お
い
て
は
、
瑰
在
ま
で
の
統 

制
も
、ハ
か
な
り
の
，
効

果

の

あ

っ

た

も

.
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
？
こ
V
に.

生
糜
指
數
を
も
っ
•て
、
.そ

れ

を

立

證

し
て
み
よ

ぅ

。.
.

.
•

…

ノ
バ
翳
五
年
ソ
ぺ
六
年
ハ
七
年
ン
八
年
ノ
隼
年
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年
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•

ニ
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總
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i
l

l
s

一
 
1

2

1.'

九•
六

S
ふ

'■
一
-?
九

と
の
生
產
指
數
に
よ
る
總
平
均
に
お
い
て
は
、
絕
對
數
に
お
い
て
は
、
增
加
し.
て
ゐ
る
が
、_
衝
加
の
割
合
は
"
明
か
に
減
少
し
て
ゐ 

.
る
O
M
に
' 
生
淹
財
十
九
品
の
そ
れ
は
、
十
二
年
以
後
に
お
い
て
も
躍
進
し
つ
、
あ
る
が-
そ
れ
も
絕
對
數
の
問
題•
で
あ
っ
て
-
相
對 

.
的
に
は
減.
少
し.
て
ゐ
る
。.
消
甕
財
に
い
’た
っ

て

は

-
•
昭

和

士

一

 
年
度
の
一
三
六
ぎ
五
を
最
高
と
し
て
、
十
三
年
•
十
四
.年
と
減
少
し
て
ゐ 

る
。
そ
仉
は
、
經
濟
政
策
の
方
向
が
、
生
產
財
の.
保
護
獎
勵
に
向
っ
<
ゐ

る

必

然

的

結

果

で

あ

ら

ぅ

'
"
化

學

X
業
六
品
に
っ
い
て
み
れ

ば
、
十
ニ
年
度
ま
で
躍
進
的
に
增
加
し
來
っ
た
む
の
が
、
+;
三
年
度
に
人
0 .
て
ば
、.
增
加
の
8--
度
は
鈍
化
し
、
十
®..
年
度
に
は
、
減
少

.
-
.
.
.
.
.
.
.

、

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

.

.

.

.

を
さ
へ
示
し
て
ゐ
る
。
鐵
銅
機
械
業
に
.
つ
.

s

て

み

て

も

、
：

-
十
三
年
ま
で
の
發
M :
te

は
、
茜
だ
み
る
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
十
四
年
忙
ぉ

い
て
は
、
減
少
を
晛
は
し
て
ゐ
る
。.
鑛
業.
の
ご
と
き
*
每
#
增
加
：を
示
し
て
力
る
が
、
そ
の
增
加
は
最
近
に
至
つ
-c
一
 
殷
狀
態
»c
置
か 

れ
て
ゐ
る
。
と
れ
ら
の
生
產
指
數
に
よ
つ
て
判
斷
す
る
と
、
生
產
に
對
す
る
外
的
剌
能
は
、
相
當.
に
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
旣
に
そ 

の
限
界
に
達
し
た
や
う
に
感
ぜ.
ら
れ
る
。
即
ち
購
買
力
は
、
決
し
て
減
少
し
て
ゐ
ず
、.
刺
戟
獎
勵
も
減
縮
し
て
ゐ.
な
い
。
た
V
買
人
相

場
に
多
少
の
低
位
が
齎
ら
さ
れ
た
と
と
は
あ
ら
う
。
し
か
し
、
旣
に
設
備
を
完
了
し
た
工
場
の
能
率
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
擧
げ
れ

• 

. 

. 

. 

.

ば
、
擧
げ
得
る
箸
で
あ
る
。
そ
の
能
率.
が
擧
ら
な
い
所
以
は
、
材
料
ス
ト
ッ
ク
'の
减
少
、.
そ
の
座
產
減
と
相
俟
つ
て
ゐ
る.
で
あ
ら
う
。

さ
う
い
ふ
段
.̂

に.
お
い
て
、
ス
ト
ッ
ク
の豐
富
で
、
，罾
働
力
の
移
動
も
可
能
で
あ
つ
た
時
代
の
育
成
政
策
を
續
行
し.
ズ
'ゐ
る
こ
と
は
、

. 

/

.

.

.

. 

■ 

:
 

■

坐
齑
向
上
の
上
に
お
：

S

て
‘
決
し-
て
効
娘
的
で
は
な
い
。
.

•

,

原
材
料
•
機
械
資
材
の
問
題.
と
同
時
に
重
要
な
の
は
、
勞
働
力
の
問
題
•
で
^.
ら
う
。
勞
働
カ.
の
源
眾
は
、主
と
し
て
農
付
に
あ
る
が
、
 

そ
の.
農
村
ん
兵
役
へ
の
應
否
で
可
成
の
勞
働
力
を
■
，じ
、
新
興
工
業
に
對
す.
る
勞
働
力
の
供
輪
は
、
現
在
の
土
地
所
有
關
係
並
に
耕
作 

方

法

に

よ

つ

，て

は
'
最
早
余
剩
勞
働
力
を
持
た
な
い
は
か
り
で
な.
く
、
勞
力
不
足
の
様
相
を
里
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
、
最
近
に
知
け
る

農
產
物
の
亂
上
り
と
、
九
V
I

八
停
止
令
以
後
に
お
け
る
勞
働
賃
銀
，の.
固
定
化
は
、農
村
勞
働
に
對
す
る
工
業
べ
の
誘
引
ガ
を
喪
失
せ
し

.

.

'

.

.

一
 

.

め
て
ゐ
る
o
.

.

從
つ
て
、
い
づ
れ
の
方
面
を
觀
察
し.
て
も
、■坐
產
カ
擴
充
の
條
件
は
一
服
狀
態
で
あ
つ
て
、
こ
れ
以
上
'の
能
率
の
增
進
は
、
與
へ
ら 

れ
た
條
件
の
霞
に
俟
I

け
れ
ば
t

な
い
。
こ
の
狀
態
を
打
破
す
る
た
め
に
、統
制
I

化
せ
よ
と
い
ふ_

論
を
聽
く
の
で
あ
る
。 

し

か

し

、

單

に

從

來

行

は

れ

で

、
ゐ

た

統

制

を

、

そ

-
の
ま
k
强
化
し
よ
う
と
い
ふ
極
め
て
素
模
な
主
張
は
、
こ
の
場
合
何
等
役
立
た
な
い
。
、 

■
新
雔
锎
ビ
抹
制
經
濟 

. 

ニ

ー
.

* .
'

ハ
5

七
七
；
.
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[§_0Ô Et_̂ g]- 
[gEgBt}̂ «& gsf-

ra泠自 ar 砧 sj_}-

Q鸲H辩固咏~l
的
敗
：

i

l m \

觀 
ftea

命3 ^ -

一 抑}}®趦

0敗%
m 部

s

s

 

r
y

'

翁

懷

^

^

丑

i

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

}

新
體
制
ミ
統
制
鸫
濟

四

.
、
莉

體.制v

統
制
韓
濟 

ー
四
0

-

2
由
I

t) 

從
來
の
赖
制
の
條
仰
に
よ
る
生
產
カ
の
仲
展
は
、
m

來
る
だ
け
出
し
盡
し
た
觀
が
あ
る
0
そ
の
.
同
じ
條
件
^ '

お

い

て

-

統

制

を

强

匕

し 

て
み
.た
と
こ
ろ
.
で

, '

所
期
の
効
艰
は
擧
げ
な
い
で
あ
ら
ぅ
0

.

,

.

.
そ
れ
で
一
應
、
消
費
規
制
■

面
i

意
が
向
け
ら
れ
たq

ぎ
。
そ
れ
は
、
_

和
十
四
年
秋
S

け
る
8

•不
足
狀
馨
克
股
す
る 

1

つ
の
守
段
.で
も
あ
つ
た
.

切
^
铕

•
配
給
帟
が
問
題
と
な
.
つ
た
の
で
あ
る
‘。
こ
の
こ
と
は
*

決
し
て
誤
り
で
は
な
く
.、
む
し
ろ
、
.
1T 

は
る
、
こ
と
の
遲
き
に
過
ぎ
て
ゐ
る
觀
が
あ
る
。
も
し
、
生
：產
擴
充
が
現
在
の
條
件
の
下
に
お
.い

て

、

.
一

服

狀

態

せ

f

i

す
れ
ば
，
 

消
費
規
丑
の
方
面
に
お
い
て
、
相
對
的
に
生
產
力
を
減
少
せ
し
め
る
こ
.
と
に
.

よ
..

つ
て
、
生

產

擴

彥

耍
方
面
に
-
そ
の
資
金
•資
材
•
勞 

.

力
を
振
り
^
-
け
る
こ
と
.は
ー
應
考
へ
て
.
し
か
る
べ
き
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
.
そ
れ
の
み
で
な
く
、
■
消
費
規
制
は
、

一
般
國
民
に
關
す 

る
も
.の
.だ
。
殊
に
そ
れ
が
重
耍
生
活
必
需
品
の
，消
費
規
制
に
關
係
し
て
來
る
と
き
、
こ
れ
に
よ
つ
て
置
全
般
の
統
制
に
對
す
る
訓
練 

.に
も
資
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
親
制
經
濟
.に
對
す
る
協
力
紐
織
を
樹
立
す
る
.つ
の
機
緣
と
も
な
る

0

勿 

論
、

生
活
物
資
の
消
費
規
正
は
、
國
民
の
地
緣
的
居
住
に
よ
る
統
制
で
あ
る
か
ら
、
そ
.
の
職
能
的
部
分
て
ま
で
及
ず
な
ハ
0
し
か
て 

こ
れ
を
實
行
す
る
と
と
に
，よ
つ
て
、
全
般
的
銃
制
へ
の
一
つ
の
里
程
と
す
る
こ
と
が
出
來
る
.で
か
ら
ぅ
。

.

八

新

ft
制

の

統

制

緻

濟

機

構
 

、

新
體
带
問
題
は
、
こ
の
と
き
に
當
つ
て
、.
起
つ
て
來
た
。
そ
れ
は-
‘單
に
經
濟
問
題
に
の
み
係
る
も
の
で
は
な
い
。
經
濟
•
政
&
•.文 

化
の
全
般
的
領
域
に
亘
つ
て
ゐ
る
の.
で.
あ
る
。
政
治
•
經
濟.
文
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
弧
立
的
存
在
で
は
な
く
、
相
互
に
密
接
不
可
分
の
も 

の
で
あ
り
、
從
つ
て
、.
こ
れ
ら
の
三
者
の
問
題
は-.
常
に
同
時
的
で
あ
る
o.
殊
に
、新
體
制
問
題
を
中
心
と
す
る
現
下
の
わ
が
情
勢
、は-



.

新

體

制

，
、
絃

制

,^
濟 

\

 

. 

ー
侧
'
ニ

 

C
I
W
A
O

) 

.
政
洽
ど
經
濟
と
の
最
も
密
接
な
關
雕
に.
お
1い
て
起
り
來
っ
た
も
の.
セ
あ
る
0.
問
題
は
、
政
治
の
み
に
限
定
し
得
ず
、
ま
た
經
濟
を
除
外 

す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
じ
か
る
に
新
體
制
哗
備
委
约
#
で
は
、
主
と
し
て
政
治
體
制
と
し
て
.の
新
體
制
の
み
が
論
議
さ
れ
た
や
う
.セ

: 

■
 

■ 

. 

• 

、

-
ノ
 

- 

• 

' 

:
 

. 

- 

■

あ
っ
て.

と
の
點
は
、
筆
者
の
ご
と
き
も
の
：に
と.
っ
て
は
、
寧
ろ
意
外
と
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
新
體
制
準
.備
委
員
會
の
發
表
し
た
新 

體
制
試
案.
に
っ
い
て
い.
っ
て
も.

そ
れ
は
單
に
政
治
の
問
題
の
み
で
は
な
V*-
。
寧
ろ
新
體
制
の
問
題
と
し
て
は
，
經
濟
問
題
が
、
そ
の 

主
要
對
象
で
あ
る
か
の
や
う
な
觀
を
與
へ
る
。
v>
ま
新
體
制
の
圖
解
に
っ
い
•て
み
て
も 

'こ
の
觀
を
深
ー
ス
ず
る
。
そ
れ
は
次
の
や
う
な

も
の
だ
。.(

前
頁
參
照)

.
• 

■

-•-. 

.

こ
の
紐
織
圖
解
を
み
て
も
*
明
瞭
の
や
う
に
、
新
體
制
の
組
織
と
し
て
、
行
政
府
に
屬
す
る
も
の
と
し
て
は
最
高
經
濟
會
議
と
最

'  

. 

< .
' 

•

高
文
化
會
，
で
あ
り
、
こ
れ
に
對
應
す
る
地
位
に.
あ
る
も
の
は»
新
體
制
§
總
裁
以
下
中
央
本
部
に
屬
す
る
紐
織
で
あ
る
。
最
高
經
濟 

會
議
は
、
單
位
企
業
か
ら
業
種
別.
全
體
組
合
に
ノ
更.
に
最
高
會
議
へ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
型
に
#
成
さ
れ
る
經
濟
體
で
あ
る
。
こ
の
方
面
に 

お
い
て
は
、.
主
と
し
て
生
產•
配
給
•
消
費C

生.
■
的)

を
一
貫
す
る
統
制
に
協
力
し
、
こ
れ
に
參
加
す
る
機
關
で
あ
ら
う
。
い
は
ば
從
來 

の
力
ル
•テ
ル
紐
織
を
業
種
別
に
强
化
し
、..
そ
の
私
益
追
究
の
機
能
を
公
益
增
進
の
そ
れ
に
轉
化
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
種
の

經
濟
體
が
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と

は

.

旣
に
幾
度
か
筆
者
な
ど
の
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
，か
く
の
ご
と
き
經
濟
運
營
當
事

.
 

一

..
 

.
 

•

、
 

.

者
の
統
制
へ
の
參
加
に
ょ
っ
て
、
滌
制
の
實
質
的.
効
果
が
數
‘段.
上
る
べ
き
こ.
と
は-
想
像
に
難
く
な
い
'0
そ
こ
で
は
、
日
本
經
濟
全
體 

に
關
す
る
計
畫
が
經
濟
各
省
と.
の
協
同
に
お
い
て
論
議
決
定
さ
れ
、
そ.
の
下
に
來
る.
と
こ
ろ
の
業
種
別
全
體
組
合
は
、
そ
の
業
種
に
關 

す
る
許
畫
統
制
を
、.
全
體
の
方
针
の
下
に
、
關
係
官
I
と
の
協
力
に
お
い..
て
■決
定
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
-

こ.
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
最
高
經
濟
會
議
以
下
に
屬
す
る
諸
圑
體
釔
指
導
し
て
、
..統
制
鸫
濟
ま
た
は
計
畫
箨
濟
に
協
力
す
る
場 

合

.
そ
の
權
仂
主
體
を
何
處
に
置
く
か
の
問
題
で.
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ.
い
て
は...
見

解

が

ニ

つ.
に
分
れ
て
ゐ
る
。

そ
の.j

指
導
者
主
義
。
こ
れ
は
、
最
高
經
濟
會
議
か
ら
、業
種
別
全
體
組
合
へ
、そ
れ
か
ら
單
位
企
業
へ
の
統
制
ま
た
は
計
畫
の
傅 

達
の
方
法
に
お
い
て
、
.指
導
者
主
義
を
採
用
せ
ん
と
.
す
る
も
の
.
で
あ
るa

即
ち
最
高
經
濟
倉
議
に
お
け
る
指
導
者
は
、
經
濟
部
P i

の
最 

高
指
導
者
と
し
て
の
權
威
と
權
限
と
^
持
ち
、
日
本
經
濟
の
，指
導
に
關
す
る
大
綱
を
政
请
と
協
議
し
、
.そ
の
協
議
の
限
界
內
に
お
い
て 

よ
、
自
由
に
そ
の
潜
導
權
を
振
は
し
め
よ
う.
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
業
種
別
全
體
組
合
の
指
導
者
は
、
最
高
經
濟
會
議
の
最
高
指
導
者 

.
と
の
協
議
て
栽
；い
て
、
そ
の
全
體
組
合
の
指
^
に
任
^
、
，
.
か
ぐ
の
ご
と
--
<
指
導
の
段
階
的
組
織
に
よ
つ
て
、
.最
下
位
の
單
位
企
業
に
ま 

.
で
、
指
導
を
到
達
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も.
の.
で
あ
る
。_
か
か
厶
意
味
に
'お
い
て
、
指
|
者
主
‘義
は
、
指
導
者
が
國
策
と
の
協
力
に
お
い 

て
指
缵
す
る
限
り
、
極
め
て.
廣
範
な
自
由
裁
量
を
振
ひ
：得
る
の
だ
。
'.
'. 

•

そ
の
一
一
官
廳
主
義
0.
統
制
の
主
體
を
常
：に
官
廳
に
置
か
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
*
わ
が
國
に
お
け.
る
.統
制
經
濟
の
發
展 

經
過
に
よ
つ
て
、
成
立
し
て
來
た
官
廳
主
義
を
堅
持
し.
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
官
僚
諸
君
の
間
に
は
、
极
深
い
業
者
不
信
用 

、の
感
情
が
存
在
し
て
ゐ
る
が
殊
に
從
來
の
官
，製
統
制.
の
行
き
詰
り
を
、盡
く
被
統
制
者
で
あ
る
業
者
の
不
誠
意
に
歸
す
る
場
合
が
極
め 

.
て
多
い
。
さ
う
い
ふ
狀
態
に
お
い
て
、
官
廳
と
め
協
力
と
い
ふ
め
み
で
、
業
者
的
指
導
者
に
全
般
の
事
項
を」

住
す.
る
と
.い
ふ
や
う
な 

ヒ
と
は
、
統
制
の
破
壞
に
均
し
い
も
の
だ
と
考
へ
る
で
多
ら
う
。' 
こ
の
考
へ
，に
出
發
す
る
も

.
の
は
、
業
者
の
最
高
團
體
に
す
ら
、
指
導 

權
を
與
，へ
る
と
と
な
：く
、
自
ら
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
最
良
の
方
法
で
あ
る
と
‘.思
は
れ
て
ゐ
る
‘の
で..
あ
る
。
.
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こ
の
ニ
つ
の
見
解
る
對
立
は
恐
ら
ぐ
*
次.
ひ
や
う
な
方
法
に
ょ
つ.
て
、
解
先
さ
れ.
る
の.
で
は
な
い
か
。
第
二
の
見
解
の
や
う
に
、
統 

.
制
の
行
き
詰
り
を
、全
然
業
^
側.
の
不
誠
實
の
.み
に
期
す
る

こ

と

は
、
大
き
な
認
識
の
錯
誤
で
あ
^

と
す
れ
ば
、
官
廳
主

義

の

非
能

率

性

.

を
現
在
に
お
い
て
も
*
持
ち
廻
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
ら
うO

最
高
經
濟
會
議
が
、
關
係
各
省
の
贽
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
と
す
れ 

:

ば
，
各
省
炊
明
白
に
こ
れ
に
對
し
て
監
督
權
を
持
つ
で
ゐ.
る
。
'.こ
の
際.
* .
最
高
會
議
にI.

人.
の
最
高
指
導
者
を
置
く
，と
す
れJH

、

こ
の 

最
高
指
鴒
者
の
關
係
各
省
に
對
す
る
責
任
は
：、
明
か
で
あ
り
、
各
省
は
安
ん
じ
て
：こ
の
指
導
者
に
對
し
て
、
銃
制
計
畫
の
全
權
を
依
託 

し

得

る

，で
あ
ら
う
。
從

o
て
、.
最
高
指
導
者
は.
そ
の
責
任
に
お.
い
て
、
業
種
別
全
體
組
合
に
對
し
て
、
そ
の
命
令
を
與
へ
、
そ
の
指 

導
者
と
協
力
す
る
も
の
と
す
れ
ば.V

責
任
の
處
在
は
明
瞭
で
、あ
る
o 
■こ.
の
場
合
業
種
別
全
體
組
合
に
對
し
て
、
•關
係
官
廳
が
統
制
監
翳 

官
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
存
置.
す
る
と
す
れ
ば.
、.
上
級
官
廳
と
最
高
經
濟
會
議
の
指
導
者
と
の
間
に
取
り
決
め
ら
れ
た
氧
則
が
、
そ
の 

完
全
な
姿
に
お
い
て
、.

俥
達
さ
れ
、’
實
行
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
こ
の
監
督
官
は
業
種
別
全
體
組
合
の
指
導
者
と 

©
協
力
に
i
つ
て
、
こ
の
'こ
と
を
實
現
す
る
こ
と
も
出
來
る
の
で
あ
■る
。 

,

わ
た
く
し.
の
以
上
の
：

.
や
う•な
主
張
は
、
從
來
の
外
か
ら
の
統
制
を
內
部
か
ら
わ
統
制
に
轉
化
し
、
銃
制
主
體
と
統
制
客
體
と
の
渾
然 

た
る
副
合
を
期
さ
う
と
す.
る
；に
あ
る
。
も
し
、
か
く
の
ご
と
ぎ
統
制
の
■方
向
を
採
ら
な•
い
と
す
れ
ば
、
統
制
は
依
然
、..c_
し
て
官
廳
事
項 

と
し
て
の.
み
行
は
れ
て
、
‘臌
能
幽
體
は
、
單
に
そ
め
外
か
ら
の
銃
制
を
受
客
す
名
受
動
的
役
割
の
.み
を
勤
め
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う

ひ
 

さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は

單
に
從
來
の
官
製
統
制
-

—

-旣
に
行
き
詰
つ
て
ゐ
る
と
；

J.
ろ
の_

_

を
、擴
大
再
生
產

.す

る

と

と

で
あ
り
、

わ
が
救
制
の.
古
问
度
化
を
意
味
し
t
い
も
の
と
な
る
；
で
.
あ
ら
う
？
た
r
、I

擧
に
指
導
者
主
義
の
全
面
的
採
用
を
主
張
し
な
い
の
ば
、

い

ま
だ
業
者
の
圑
體
化.
も
徹
底
せ
ず
、
指
導
者
も
訓
練
さ
れ
て
ゐ
な.
い
狀
態
に
'お.
，

S

て
は
、
指
導
者
と
監
督
官
と
の一 1

本
建
て
に
す
る
こ 

と
が
、
賢
明
の
政
策.
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

.

.

#

:
•

.

九
消
—

規
則
の
體
制

■

生
產
配
給
統
制
以
外
に
、
消
赀
規
制
の
問
題
が
あ
る
。
消
費
規
制
の
問
題
は
、
單
純
な
消
費
者
と
し
て
の
場
合
と
職
能
的
消
費
者
と 

し
て
の
場
合
と
異
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
二
っ
の
方
面
を
持
っ
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
で.
あ.
ら
う
01
現
在
は
；
問
題
を
單
純
化
す
る
た 

め
に
、
單
純
消
費
者
の
場
合
を
と
る
で
あ
ら
う
。•
こ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
、
重
要
生
活
物
資
で
あ
る
。
い
ふ
と
こ
ろ
の
衣
食
住
で 

あ
る
。.
問
題
の
單
純
化
の
た
め
に
は
"
衣
食
の
問
題
に
V
こ
れ
を
限
定
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
の
消
費
は
、
各
個
人
ま
た
は
家
族
の
社 

會
的
地
位
ま
た
は
所
得
の
額
に
從
っ
て
ー
宠
の
巾
を
持..
っ
。
こ
の
あ
る
程
度
ま
で
の
巾
は
、
七
*
七
禁
止
令
以
後
に
お
い
て
も
、
最
高 

が
決
定
さ
れ
た
の
み
で.
殘
存
し
て
居
る
。
こ
の
巾
の
如
何
は
、
い
ま
問
題
外
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
消
費
者
と
し
て
立
ち
現
は
れ
る
場 

合
に
は
、
地
緣
的
居
住
者
と
し
て
の
地
位
を
持
っ
て
ゐ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、.
電
氣*

瓦
斯•
水
道
を
使
用
す
る
場
合
、
こ
の
關
係
は
、
殊 

に
明
自
で
あ
る
。
そ
の
他.
の
生
活
必
需
品
に
っ
い
て
も
、
關
係
は
、
こ
れ
と
大
體
に
お
い
て
同一

で
あ
る
o.
主
食
物
で
あ
る
米
に
し
ろ
、 

副
食
物
に
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
地
緣
關
係
に
よ
っ
て
、
供
給
せ
ら
れ
る
し
、
.そ
の
中
に
あ
る
程
度
の
品
質
の
巾
を
持
っ
も
の
で
あ 

る
が
、
’わ
れ
わ
れ
の
隣
人
と
殆
ん
ど
同
様
の.
も
の
の
供
給
を
受
け
て
ゐ
る
。
從
っ
て
、
こ

の
種
の
，も
の
に
っ
い
て
の
統
制
を
實
行
す
る 

た
め
に
は
、
地
域
的
統
制
が
必
要
だ
。
從
來
'も
こ
の
形
式
を
持
っ
て
ゐ
る
。
中
央
か
ら
地
方
官
廳
へ
、
縣
廳
か
ら
市
町
村
へ
、
更
に
部 

1

係
へ
と
縦
の
線
を
持
っ
て
ゐ
る
。
殊
に
切
符
制
度•
配
給
制(

割
當
制)

の
實
行
の
ご
と
き
は
、
こ
の
線
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
も 

新
體
制
ぜ
統
制
經
濟 
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し
、
經
濟
活
動
を
生
產
活
動
と
消
費
行
動
に
分
っ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
廒
活
動
の
地
域
は
、
消
費
行
動
の
地
域
よ
り
も
廣
範 

圍
で.
あ
る
。
し
か
る
に
、.
現
在.
ま
で
の
統
制
は
、
そ
れ
をI

様
に
府
縣
別
統
制
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
重
大
な
誤
謬
が
存
し
て
ゐ
る
。

わ
た
く
し
の
單
純
消
費
と
い
っ
て
ゐ
る
も
の
を
*
地
域
的
に
組
織
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
誤
謬
で
は
な
く
、
そ
れ
の
み
が
純
粹
に
地 

域
的
な
の
で
あ
る
。
い
ま
、
ヒ
の
單
純
消
費
を
組
織
す
る
も
の
は
、
何
か
と
い
ふ
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
、各
個
人
•各
家
族
に 

い
た
る
ま
で
の
組
織
で
あ
る
か
ら
、
國
家
構
成
の
最
俄
單
位
に
ま
で.
到
達
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
よ
り
下
位
に
來
る 

べ
き
構
成
分
子
を
發
見
し
得
な
い
。
そ
し
■て
、'
普
通
の
國
民
生
，活
の
細
胞
単
位
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
は
、
從
っ
て
全
國 

民
的
で
あ
る
？
そ
れ
は
、
政
治
の
や
う
に
特
定
の
意
志
を
持
っ
も
の
の
行
動
で
は
な
く
、
全
面
的
に一

人
殘
ら
ず
を
網
羅
す
る
と
こ
ろ 

の
も
の
だ
。
從
っ
て•

と
れ
を
組
織
化
す
る
場
合
に.
は
、
町
內
會•
部
落
常
會
の
下
位
單
位
た
る
隣
組•
班
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
。

.
い
ま
，
新
體
制
圖
解
に
よ
る
と
、
新
體
制
中
央
本
部
の
下
に
事
勞
局
と
中
央
協
力
會
議
と
が
あ
る
。
中
央
協
力
會
議
は
、
道
府
縣
協 

力
會
議
ベ
、
郡
市
協
力
會
議•
町
村
協
力
會
議•
町
內
會•
部
落
常
會
•
隣
組
•
隣
保
班
に
ま
で
達
す
る
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
捌
組
織
を
持 

っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
'，事

務

局

の
政

策

部•
組
織
部
•議

會

部

濟

部
•
文
化
部
•
青
年
部•
訓
練
部•
國
民
生
活
指
導
部•

宣

傅

部

•
東
蓝 

部
の
事
業
に
對
應
し
た
仕
事
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
全
國
民
的
組
織
と
し
て
，
全
國
民
の
最
も
重
大
な
關
心
を
持
っ
も
の
は
、
生
活
經 

濟
問
題
で
あ
ら
う
。

.

そ
れ
以
外
の
問
題
は
、
全
國
民
的
で
あ
っ
て
も
、
具
體
性
を
缺
く
も
の
か
、
精
神
的
問
題
で
あ
っ
て
、
直
接
生
活 

の
問
題
に
關
聯
し
な
い
と
か
、
I
分
的
問
題
で
あ
る
と
か
い.
ふ
や
う
な
性
質
を
持
っ
で
あ
ら
う
。
そ
の
た
め
に
全
國
民
的
關
心
の
あ
る 

生
活
經
濟
問
題
を
，
こ
の
ビ
ラ
ミ.
ツ
ト
型
の
國
民
組
織
に
盛
込
む
べ
き
で
あ
る
。

.

 

.

.

.
政
治
11
、：
ま
た
は
.文
化
上
.の
.政
策
*
ィ
デ
オ
へ
&̂>;5

-
の
間
題
は
、
直
接
大
衆
の
問
題
と
.す
る
と
こ
ろ
で
は
.な
'い
.の
で
.̂

ら
ラ
<
*
そ
の

黠
に
っ
い
、て
の
上
意
下
達
は
比
較
的
客
易
で
あ
る
。
し
か
る
に
一
度
國
民
經
濟
生
活
の
問
題
と
な
る
と
、
大
衆
の
生
活
に
直
接
の
關
係 

と
影
響
を
持
つ
。
そ
こ
に
政
治
に
お
い
て
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
な
重
點
が
あ
る
。
そ.
れ
は
、
深
く
國
民
の
生
活
に
結
び
つ 

い
て
ゐ
る
が
故
に
、
そ
の
問
題
に
對
す
る
上
意
下
達
と
下
意
上
達
と
の.
結
合
が
必
要
で
あ
る
。
精
動
運
動
が
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
運
動
し 

な
が
ら
、
所
期
の
効
果
を
擧
げ
得
な
か
っ
た
過
去
の
經
驗
を
思
ひ
趄
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
國
民
生
活
の
實
質
に
っ
い
て
の
何
等
の
知
識 

i

こ
れ
を
指
導
'す
る
何
物
の
用
意
も
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
運
動
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
知
り
得
る
箸
で 

あ
る
o
.
.い
ま
、
新
體
制
運
動
を
眞
に
國.
民
的
運
動
と
し
て
發
展
せ
し
め
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
單
純
消
費
の
規
制
組
織
と
し
て•

協
力 

會
議
以
下
の
組
織
を
利
用
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
ほ
新
體
M
の
下
に
お
い
て
も
、‘帝
國
議
會
•
並
に
自
治
體
と
し
て
の
府
縣
會• 

市
町
村
會
が
存
在
す
る
か
ら•
ヒ
れ
に
政
治
性
を
特
っ
諸
問
題
の
f

を
期
し
、
協
力
會
議
贮
單
純
消
費
の
問
題
を
組
織
せ
し
め
る
こ 

と
が
賢
明
で
あ
ら
う
o.
そ
ヒ
に
こ
そ
、
新
體
制
の
意
義
が
あ
る
。
生
產
配
給
方
面
に
關
す
る
最
高
經
濟
會
議
、■
單
純
消
費
方
面
に
お
け 

る
中
央.
協
力
會
議
は
、
經
濟
問
題
に
關
す
名
組
織
の
兩
翼
と
し
て
の
意
義
を
持
た
し
め
る
の.
で
あ
る
。
從
っ
て
、
單
純
消
費
の
問
題
が
、
 

最
，高
經
濟
會
議
の
議
題
と
な
る
場
合
は
、

.
最
高
經
濟
會
譲
の
指
導
者
と
中
央
協
力
會
議
の
指
導
者
と
が
、
協
議
打
ち
合
.せ
の
必
要
が
あ 

る
で
あ
ら
う
。
. 

：

„
.

m

公

益

優

先

'

政
府
•
最
高
經
濟
會
議•
中
央
；̂

會
議
に
ょ
っ.
て
、
組
織
せ
ら
る
i
新
經
濟
體
制
は
*
何
を
目
標
と
し
て
活
動
す
る
か
。
.
そ
の
ィ
デ 

•新
體
铆

せ

統

制

經

濟
. 
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才
^
ザ
1
と
:1
>
^
公
益
優
先.
が
；主.張
さ
：れ
.
て
ゐ.
る.
‘こ
と
は
、
勿
論
で.
あ
り
、
ま
た
異
讓
の
な
い
と
こ.
ろ
で
あ
t

。. 
•公
益
と
は
私
益
に 

對
立
す
る
觀
念
で
あ
る
。
私
‘益
主
義
を
捨
て
て
、
公
益
主
義
に
就
く
と
と
で
あ
る
。
と
、
に
公
益
と
い
ふ
の
は
"
阈
家
民
族
の
全
體
的 

:利
溢
淹
指
、4
‘て
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
部
分
の
利
益
を
>
ふ
の
で
は
な
い
。
階
級
の
利
益
•
個

人

の

利

益

は

*
部
分
的 

:

刺
ハ#
欠
#
，つ
，て”
全

體
の
利
益
.
で
'は
'な
い
。

し
：
か
し
、
：
か

S

:

凄

％
馨

ぃ
9 .
部
分
の
利
益
が
全
體
，の
利
益
と
併

'#
し
、.
調
和

ず.
る
とi
も
あ
る
。
.
現
柱
に.お.
い._
K
も
、
南

者
.
が
對
立
の
み
し
て
.ゐ 

.^
と.
>
ふ
1の..
で.
拟
袅
い
。
.
も

し

，
.
部

分

の

利

益
.
の
；
み
の
增
進
が
あ

.
つ
て.
、
全
體
の
利
益
.
に
常
に
こ
.
れ
：が
背
馳
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
全 

“體.
は
遂
に
崩
壞
す
.
る.
か
、
.
こ
の
部
分
が
全
體
に
よ
つ
，て
放
逯
せ
ち
る

-:T.

か
で
あ
る
。
全
體
と
部
分
と
は
、
對
立
す
る
こ
と
も
.あ
り
得
る 

，.が
、..
：-そ
の
調
和
に
お
い
て
、
最
大
の•
全
體
の
進
渉
は
な
し
遂
げ
ら
れ
得
る
：o .
■.

- 

.

.  

..

' .
た

'̂
現
在
の
や
ぅ
な
國
際
的
對
立
抗
爭
の
激
甚.
の
畤
代
に
お
い
て
ば
、•：部
分
は
全
體.
に
奉
仕
し
、
部
分
の
存
在
を
可
能
•な
ら
し
め
る 

，
.
全

體

を

擁

護

發

展

せ

し
め.
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ

ら

ぅ

。

か
く
：の
^
と
き.
方
策.
を
促
進
し
、
完
成.
せ
し
め.
る
と
と
.を
公
益
と
い
ふ
の
で 

'あ
，つ.
て
、
；
.
こ
れ
:̂
、
今
0.
に
お
け
名
至
上
命
令
で
あ
る
：と
い
は
ね
ば
な
ち
な
い

0 . 

-

.

' 

.

.

.-
從
つ
て
、
現
在
ま
で
の
資
本
主
義
機
構
の
下
に
お
い
て
、；
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
利
潤
追
究
も
*
か
く
の
ご.
と
.き
意
味
に
お
い 

そ
，の
限
界
が
.守
■ら
れ
ね.
ば
な
ら
-^
い
。
生
齑
を
利
潤
の
見
地
の
み.
か
ら
遂
行
し
、
こ
れ
を
唯
'
 
一
の
目
的
と
す
る
と•
と
，に

よ

つ

て

、
も
し 

國
家
民

族

.の
全
體
の
利
益
が
增
進
さ

れ
な
い
と
す
れ
ば
、•
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ぞ
れ
は
改
定
ざ
れ
ね.
ば
な
ら
な
い
。
利
潤
の
增
加
に 

•-
J:
つ.V

、

.
融
通
無
碍.
の
^
動
を.
な
し
、
國
法
を
侵
し
、
國
家
の
利
益
を
損
傷
す
る
や
う
な
と
と
が
あ
つ.
て
は
な
ら
友
い
の
で
あ
る
0
、

■
現
實
的.
に

み

で

.
も
..
生
產
擴
充
政
箫
の
；
一
般
狀

態
に
お
い
て
は
，•
資
材
の
缺
泛
、•
勞
働
力.
の.
不
足
は
生
產
費
の
昂
騰
を
意
味
す
る
か 

ら
、
も
む
利
漑
を
唯
ー
の
標
準
と
し
.て
企
•業

を

營

むも
の
と
す
れ
ば
，
■そ
こ
に
は
、
.'
生
產
の
低
下
が.
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
刺
截 

す
る
た
め.
に
、
高
物
價
政
策
を
採
用
す
る
も
の
と
す
れ
ば
ど
う
か
。
そ
の
場
合
、
手
持
ス
ト
ッ
ク.
の
誘
引
と
は
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
" 

そ
の
た
め
.に
惹
起
せ
ら
る
、
高
物
價
は
、
更
に
原
料
資
材
、
勞
ヵ
の.
昂
騰
を
引
き
起
し
て
、
：物
價
昂
騰
の
■惡
循
環
に
陷
る
外
は
な
い
。 

從
つ
て
、
，こ
の
場
合
、
利
潤
を
一
定
の
率
に
限
定
し
て
、
物
價.
の
昂
騰
を
抑
制
し
、
全
體
と
し
て
の
：生
產
の
能
率
を
高
め
る
こ
と
が
全 

f
 
利_

 
I

O 

•

.. 

.

.

.
 

.

,
..

.

利
潤
統
制
の
經
濟V

.

そ
れ
は
資
本
主
義
機
構
の.
下
に
生
活
し
續
け
て
來
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
甚
だ
じ
い
發
條
の
ゅ
る
ん
だ
經
濟
の 

ご
と
き
觀
を
興
へ
hる
。.
ま
た
、
現
に
戰
爭
經
濟
に
お
い
て
も
*
利
潤
の
重
要
性
を
主
張
す
る
も.
の
も
あ
る
。

.

ポ
ッ
ソ
ー
一
ー
は
次
の
や
う 

に
い
つ
て
ゐ
る
。
.

.

.
'■
:

■,
. 

.

.

「

'利
潤
は
偉
大
な
る
碛
學
が
嘗
っ
て
斷
言
し
た
や
う
な「

惡
魔
の
そ
れ
を
も
つ
て
人
類
を
愚
弄
し
た
と
；

j

ろ
の
最
も
下
劣
な
發
見
の 

一
っ」

'で
は
友
い
、•
そ
れ
は
、.
三
冀
の
重
要
さ
を
有.
す
る
。'-
.

..•
/ 

• 

• 

- 

(1
),

利
潤
が.
、
そ.
し
て.
利
潤
の.
み
が
、
企
業
家
職
能
の
實
行
を
可
能.
に
し
、.
且
つ
必
要
に
.1,
て
ゐ
る
。

.

1.

£

ン1

は
貯
蓄
の
源
で
：
.
あ.
る
。
こ.
れ
は
不
時
の
た
め
の
種
錢
た
.る
に
止
ち

ず
、
、產
業
活
動
の.
源
で
あ
る
。
資
本
を
創
造
す
る
こ
と 

が
出
來
る
か
A 
で
あ
る
.0

し：
'

、

"

.
 

■
 

; 

,

; ,.
■: 
. 
:
v.
v.

.

•

.

 

g

•■
'-
そ
|1
:
ゅ
財
貨
お
ょ.
び.
手
險.
の.
稀

に
人
性
の
反
射
で
あ
，る
。

㈣
ち
^
存
の
財«
で
味
す
べ
て
'の」

必
要
が
充
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能. 

. 

新
：體
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統
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經
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•

.

で
れ
る
か
ら
、
最
も
緊
要
な
も
の
で
、
扎
り
緊
要
な
ら
ざ
る
も
の
と
區
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
之
を
實
現
す
る
も
の
が
利
潤 

で
あ
^
?
も
し
、
稀
少
と
い
ふ
こ
と
が
次
第
に
な
く
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
，は
、
人
々
が
欲
す
る
な
ら
ば
利
潤
の
原
則
を
放
棄
し 

, 

.て
ん
い
、
。
し
か
し
な
が
ら
、
戰
帶
經
濟
は
財
貨
の
缺
乏
が
甚
し
く
な
る
C
と
を
意
味
す
る
Q
民
需
め
み
な
ら
ず
、
軍
需
も
充
さ

」

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
官
僚
企
業
に
對
す
る
私
的
企
業
め
こ
の
優
越
性
ば
*
一
般
に
軍
部
方
面
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で 

あ
る
。
軍
需
產
業
の
國
營
が
、
政
治
的
に
は
望
ま
し
い
に
拘
ら
ず
、
實
際
に
は
ど
こ
に
も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で

あ
る V

. 

' 

' ノ
 

; 

.

.
か
か
る
主
張
も一

應
知
つ
て
置
く
必
要
が
あ
る
が
、前
述
の
や
う
に
*
高
胸
價
政
策
に
ょ
る
利
潤
引
上
'の
限
度
は
•直
ち
に
到
達
す
る 

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
ょ
つ
て
、
ィ
ン
フ
レ
ー
シ
*
ン
へ
の
危
險
は
、充
分
に
存
す
る
も
の
、と
.
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
、.
こ
、
に
い
ふ
利
潤
統
制
は
、
利
潤
の
否
定
で
は
な
く
*
利
潤
の
い
は
k
利
子
化
を
意
味
す
る
。
そ
の
際
.
和
潤
を
極
端
に
低 

度
に
限
定
す
る
こ
と
ば
*
資
本.
の
蓄
積
並
：に
活
動
に
對
す
る4
つ
の
刺
戟
を
無
効
果
と
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
*
そ
の
邊
の
こ
と
は
* 

:

資
本
の
缺
乏
に
も
惱
ま
さ
れ
て
ゐ
る
實
狀
に
即
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
從
つ
て
、
利
潤
統
制
は
.
資
本
所
有
の
制
限
で
も
な
け
怍 

ば
、
そ
の
國
有
化
で
も
な
い
。
ま
た
政
府
の
政
策
は
、
さ
う
い
ふ
不
安
感
を
與
ふ
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
o_ 
:

か
か
る
利
潤
の
統
制
は
、
當
然
經
營
全
部
へ
の.
干
渉
を
意
味
す
る
。
經
營
は
、
直
接
こ
れ
に
參
加
し.
て
ゐ
る
も
の
以
外
に
は
、
理
解 

し
得
な
い
多
ぐ.
の
毛
の
を
持
つ
て
ゐ
る
。
■從
つ
て

、

と
の
銃
制
を
實
行
す
る
た
め
に
も
、業
種
別
組
合
と
指
導
者
の
存
在
1
必
耍
と
し
、

こ̂
,

# '
の
；も
の<0.
企
桊
內
容
へ
の
较.|
]

を
實
現
す
る.
の
で
な
け
れ
ば
、'充
，分
救
業
績
を
擧
げ
得
友
ぃ
で
ぁ
ら
ぅ
乙
'
の
場
合
杧
ぉ
ぃ
て

も
、
經
營
技
術
の
秘
密
の
ご
と
き
は
保
持
し
得
な
い
か
ら
、
寧
ろ
あ
る
補
償.
の
下
に
、
こ
れ
を
公
開
す
べ
き
で
あ
る
。

.

協
力
會
議
を
協
力
主
體
と
す
る
國
民
消
費
生
活
の
規
制
は
、
ま
づ
國
民
生
活
最
俾
限
度
の
保
證
ど
い
ふ
も
.の
に
向
つ
て
進
ま
ね
ば
な 

ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
こ.
の
場
合
、
何
が
生
活
最
低
限
度
か
を
決
定
す
る
に
は
、
科
學
的
根
據
を
必
要
と
す
る
し
、
大
衆
の
經
驗
を
尊
重
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
精
神
主
義
的
に
決
定
し
て
、
大
衆
に
押
し
付
け
る
や
う
な
消
費
規
制
方
法
は
、
恐
ら
く
失
敗
の
原
因
と 

な
る
も
の
で
あ
ち
う
。 

‘

要
す
る
に
、
今
後
に
お
け
る
統
制
は
、
生
產
•
配
給
•
消
費
の
全
面
を
通
じ
て
、
綜
合
的
意
味
を
持
つ
も
の
に
組
織
替
さ
れ
な
け
れ
ば 

な
ら.
ぬ
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
始
あ
て
、
經
濟
新
體
制
に
お
け
る
公
益
優
先
の
事
實
が
現
は
れ
る.
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
單
な
る
官
製
統 

制
の
よ
く
實
現
し
得
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
ま
し
て.
-
こ
の
統
制
を
東
亜
に
擴
大
す
る
た
め
に
は
、
國
內
に
お
け
る
强
力
な
國
民
的
支
援 

協
力
の
存
在
な
く
し
て
は
不
可
能
の
こ
と
だ
。
經
濟
新
體
制
の
必
要
は
、
實
は
、
そ
の
點
に
あ
る
の
で
あ
る
。

新
體
制> 

統
制
經
濟
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